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平成２９年白老町議会民族共生象徴空間整備促進・ 

活性化に関する調査特別委員会会議録 

 

平成２９年 ２月１４日（火曜日） 

   開  会  午前１０時００分 

   閉  会  午後 ２時４７分 

                                            

〇会議に付した事件 

１．まちづくり会社の検討状況について 

２．ポロト地区における温泉施設等整備事業者の募集について 

３．象徴空間市街地活性化調査検討事業について 

４．その他 

                                            

〇出席委員（１３名） 

 委 員 長  小 西 秀 延 君    委 員  山 田 和 子 君 

 委 員  吉 谷 一 孝 君    委 員  広 地 紀 彰 君 

 委 員  吉 田 和 子 君    委 員  氏 家 裕 治 君 

 委 員  森   哲 也 君    委 員  大 渕 紀 夫 君 

 委  員  及 川   保 君    委 員  本 間 広 朗 君     

 委 員  西 田  子 君    委 員  松 田 謙 吾 君     

 委 員  前 田 博 之 君    議 長  山 本 浩 平 君 

                                            

〇欠席委員（なし） 

                                            

〇説明のため出席した者の職氏名 

    町 長    戸 田 安 彦 君 

    副 町 長    古 俣 博 之 君 

    副 町 長    岩 城 達 己 君 

    総 務 課 長    岡 村 幸 男 君 

        財 政 課 長        大 黒 克 巳 君 

        企 画 課 長        高 尾 利 弘 君 

    地 域 振 興 課 長    高 橋 裕 明 君 

    経 済 振 興 課 長    森   玉 樹 君 

    上 下 水 道 課 長    工 藤 智 寿 君 

    建 設 課 長    竹 田 敏 雄 君 

    健 康 福 祉 課 長    下 河 勇 生 君 

    学 校 教 育 課 長    岩 本 寿 彦 君 
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    地域振興課アイヌ施策推進室長    遠 藤 通 昭 君 

    財 政 課 主 幹    冨 川 英 孝 君 

        経 済 振 興 課 主 幹        本 間 弘 樹 君 

    建 設 課 主 幹    田 渕 正 一 君 

    企 画 課 主 査    温 井 雅 樹 君 

    地 域 振 興 課 主 査    貮 又 聖 規 君 

    地域振興課アイヌ施策推進室主査    菊 池 拓 二 君 

                                         

〇職務のため出席した事務局職員 

    事 務 局 長    南   光 男 君 

    主 査    増 田 宏 仁 君 

 



 3 

                                            

      ◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これより、民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する調査特別委

員会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

                                           

○委員長（小西秀延君） 本日の委員会の日程についてであります。レジメに記載のとおり、

１番目、まちづくり会社の検討状況について、２番目、ポロト地区における温泉施設等整備事

業者の募集について、３番目、象徴空間市街地活性化調査検討事業について、担当課からの説

明を受け、質疑を行うこととします。 

それでは、民族共生象徴空間整備促進・活性化に関する調査を行います。事前に配布されて

おります、資料に基づき、１番目、まちづくり会社の検討状況について担当課からの説明を求

めます。 

戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 調査特別委員会のお時間をいただきまして、まことにありがとうござ

います。象徴空間の整備や国においては国立博物館、共生公園、慰霊施設の開設に向けて基本

設計を行い、本格的な整備に向けて進められているところであります。本年度に土地の売買を

行い、新年度には整備着工していく予定であります。本日の調査事項は３項目についてであり

ます。 

１項目めは、まちづくり会社の検討状況についてであります。このまちづくり会社の趣旨、

役割は象徴空間整備に伴いビジネスチャンスが広がることを受け、行政などでは早急に進めら

れないような、例えばビジネスに対応する事業者連携であったり、新たな産業創出や観光ビジ

ネスの拡大など地域経済の活性化を促進することであります。本年度は白老町ＤＭＯまちづく

り会社設立を目標として取り組んでまいりましたが、これまで議会を初め多方面からのご意見

をいただきながら議論、検討を重ね一定の方向性をまとめたところであります。新年度はこれ

までの調査、検討を土台に町民事業者や行政庁舎内などの視点を捉え、実現可能なまちづくり

会社に向けて設立を目指し、事業の再構築を進める準備の年にしたいと考えておりますので、

本日はこれまでの検討内容等についてご説明させていただきます。 

２項目めは、ポロト地区における温泉施設等整備事業者の募集についてであります。この

事業につきましては象徴空間エリアに隣接しこれまで長年にわたり町民などに人気の高いポロ

ト温泉を引き継ぎ、さらには象徴空間の集客との相乗効果を発揮するため民設民営により整備

を図っていく事業であります。新たな温泉予定地を売買するための準備に時間を要してまいり

ましたが、このたび予定が整ったことから事業者の募集に入らせていただきたく、募集要項や

様式に基づきそのスケジュールを初めとする内容をご説明いたしますので、よろしくお願いい

たします。 

３項目めは象徴空間市街地活性化調査検討事業についてであります。この事業は象徴空間開

設に向け今後増加が見込まれる交流人口を、町内観光スポットへと誘導する町内回遊のネット
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ワーク整備を検討するとともに、市街地における拠点形成や象徴空間へのアクセスの整備方針

及び象徴空間周辺のにぎわいを創出するための空間整備方策や市街地整備を検討するものであ

ります。町内回遊ネットワーク及び市街地整備の課題と方向性、整備方針と周辺整備等の実施

スケジュール及び事業費見込みについてご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

本日の特別委員会の内容につきましては概要を説明させていただきました。2020年の象徴空

間の開設に向けて町としてその対応を尽くしてこの機会を逃すことなく、最善の策で進めてま

いりたいと考えておりますので、委員の皆様におかれましても整備促進及び活性化に対しまし

て、よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） それでは、１項目めのまちづくり会社の検討状況についてご

説明いたします。資料のほうは事前にお送りしておりますが、前回ページ番号を振らないもの

で印刷してしまった関係で、今回ページ番号を振ったものと差しかえをお願いしております。

よろしくお願いします。 

それでは、表紙をめくっていただいて、１ページ目の総括表であります。27年度につきまし

ては、活性化推進プランへまちづくり会社の掲載があります。それから、全額ふるさと財団助

成による新地域再生マネージャー（環境整備型）、「民族共生の象徴となる空間」整備に伴う活

性化推進戦略の構築という事業、地方創生上乗せ交付金先行型タイプⅠ、「まちづくり会社」設

立調査事業を行っております。そして28年度には、ふるさと財団助成（３分の２）新地域再生

マネージャー（外部人材活用型）事業による白老版ＤＭＯ「まちづくり会社」設立推進事業、

まちづくり会社設立準備委員会とその他庁内検討を行っております。当初は、28年度中の設立

を目指して取り組みを進めておりましたけれども、多方面からのご意見により協議、検討を重

ねた結果、平成29年度はこれまでの調査、検討を土台に実現可能なまちづくり会社設立を目指

して事業の再構築を進めております。それでは、その詳細と検討内容についてご説明します。 

２ページ目、平成27年度設立調査として、まず（１）活性化推進プランについてであります

が、活性化推進プランの活性化推進分野において、プランＥ、観光による地域活性化、③白老

版ＤＭＯの構築というものが掲載されました。それと、プランＧ、推進体制の確立というとこ

ろで、①民間を主体とした活性化推進組織「まちづくり会社」の設立というものが掲載されま

した。 

次に３ページでございます。平成27年度の（２）新地域再生マネージャー（環境整備型）事

業におきまして、事業名「民族共生の象徴となる空間」整備に伴う活性化推進戦略の構築とい

うことで、財源は、ふるさと財団の全額助成としてマネージャー６回派遣費用があります。助

成趣旨でございますが、外部専門家を活用する費用を助成することで、地域再生を促進し、地

方創生に資する体制の構築とビジネスの創出を目指すということがこの趣旨となっておりま

す。実施した事業概要でございますけれども、①地域再生の気運醸成の検討、②事業の選定、

③推進のための民間組織化の検討、④推進のための財源確保手法の検討ということを行いまし

て、最終提言として、多文化共生社会の実現に向けて「株式会社まちづくり白老（仮称）」を設

立したらどうかというような内容となっております。 
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続きまして、４ページ目ですけれども、27年度の（３）「まちづくり会社」設立調査事業につ

きましては、地方創生上乗せ交付金先行型タイプⅠ（100万円）事業が12月に補正されておりま

す。事業概要といたしましては、①組織設立に向けた調査及び設立手続の計画策定業務という

ことと、②研修会の実施という内容になっております。その事業内容は、全国の事例や素材の

収集、まちづくり会社に想定される業務、28年度以降の作業工程表、それから「まちづくり会

社」の研修会の開催ということで、報告書も出されております。 

次に、５ページ目でございます。28年度、今年度に入ってからでございますが、（１）新地域

再生マネージャー（外部人材活用型）事業といたしまして、白老版ＤＭＯ「まちづくり会社」

設立推進事業922万円が予算化され、財源としては、ふるさと財団に３分の２の助成をいただい

ております。事業概要といたしましては、①まちづくり会社の方向性確定、②外部経営人材の

紹介、③設立準備委員会の支援、④設立業務・事業の支援、⑤個店フランチャイズ型事業者誘

致調査・助言、⑥アイヌ文化の知的財産化の整理・助言ということでございまして、事業内容

といたしましては、①会社設立に向けて、既存組織活用と新規組織設立の両面で検討を進めて

きております。検討の中では両面から進めてきておりまして、現在の28年度の最終的なところ

では、新規組織設立の方向ということで出されております。②外部経営人材の紹介、③設立準

備委員会の支援、７回開催しております。④設立工程表、収益事業提案といたしまして、マネ

ージャーのほうではＪＲ、運輸局、札幌国際プラザ、道経済部等を調査し助言をいただいてお

ります。⑤事業者誘致調査、これもマネージャーのほうで商工会連合会、東京の商工会議所、

回帰支援センター、個別事業所等の調査を行っております。⑥知的財産化調査、提言報告につ

いては、ニュージーランドのマオリ族、内閣官房、ジェトロ、シティアイ等の調査を行ってお

ります。 

続きまして、６ページ目、（２）まちづくり会社設立準備委員会、①についてであります。７

回開催しておりまして、１回目は実施体制と取り組みについてということで、「まちづくり会社」

のこれまでの検討経緯、趣旨、概要等を説明し、現状課題と具体策について協議されておりま

す。２回目につきましては、現状と課題、事業構成案、新規事業の提案というような中身で協

議しております。３回目は、収益事業案、事業検討チームについて協議され、その中で事業検

討チームによる視察研究も予定されました。続いて７ページ目でございますが、４回、５回目

の会議につきましては、調査事業、視察研究等の実施についての内容が検討されました。６回

目には、まちづくり会社の収益事業案について検討され、後ほど内容説明しますがその具体的

な事業の検討をしております。７回目に、まちづくり会社の設立に向けてということで、最終

的な検討事項をまとめたということでございます。 

８ページ目ですが、28年度における流れを今ご説明したとおり協議重ねてまいりまして、１

番右下になりますが、29年度の予算査定で新規会社の民設民営によるまちづくり会社の設立を

目指すということと、行政支援は必要であり、協力連携していくというところとなっておりま

す。 

続きまして、その検討をされて整理された概要をご説明いたします。白老町まちづくり会社

の設立に向けてというものでございます。内容は、設立趣旨、産業振興が抱える課題、設立方
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法によるメリット・デメリット、設立パターン、設立方法、具体的な事業の検討、まちづくり

会社体制というものでございます。２ページ目でございますが、上の設立趣旨につきましては

３本柱がございますが、１点目、白老町が目指す多文化共生社会の実現に寄与する会社である

ということで、産業の共生で活気あふれるまち（活性化）と安心を感じるまち（雇用）を推進

すること。２点目として、多文化共生社会を象徴するような会社ということでございます。２

点目、これが中心テーマとなりますが、地域をマネジメントし、経済活性化を実現していく会

社ということで、地域マネジメントによって地域経済循環を高めていく。マーケティングによ

る有効な受け皿づくりを進める。地域資源により新産業創出や産業力を高めていくといったこ

とでございます。そして３点目に、持続発展のための人材育成をする会社ということで、産業

振興を持続・発展する人材、国際感覚豊かな人材、多文化共生を推進する人材というものを育

成するという役割があります。白老町が抱える課題を解決しつつ、2020年に向けた新たなまち

づくりを推進する組織が必要だということで整理されております。２番目、産業振興が抱える

課題。現状として押さえたものでございますが、地域課題と行政課題を整理しております。地

域課題については、個別事業者の低迷、体制の弱さ、対応不足、人材不足というようなことと、

行政課題としては、専門性、人員、財源の問題が出されております。整理として、まちづくり

会社の設立は、産業振興が抱える課題を解決する「一手法」であるということで整理されてお

ります。 

続いて３ページ目でございますが、まちづくり会社の設立方法について大きく二つ示されて

おりますが、そのメリット・デメリットが整理されております。新規会社を設立する場合です

が、メリットといたしましては、民間出資だけで設立することによって、経営・決定等が迅速・

自由度が高いというような点。賛同者によって設立するため、合意が得やすいというようなメ

リット。デメリットとしては、民間主導の利益誘導型組織になりやすいということ。出資者に

よる組織化に時間を要する。それから、最初に申し上げました設立趣旨の達成が難しくなる。

これは、まちづくり、人づくりの非収益性のかかわりが薄くなると、政策反映としてのまちづ

くりが難しくなるといったような意味合いでございます。２番目に、既存会社活用の設立の場

合ということでございますが、メリットといたしましては、第三セクターの信用力と安定性、

社名変更や定款変更だけで設立ができる。町の政策が反映できるといったようなメリット。デ

メリットとしては、行政の誘導力に依存、債務超過に対する町の責任と負担、天下り人事の受

け皿になるということも考えられるといったような点で整理しております。４番目、設立パタ

ーンでございますが、一つとしては、既存会社を活用。パターン２といたしましては、新規設

立で行政出資のない場合。パターン３として、新規設立で行政出資がある場合の三つのパター

ンで整理しておりまして、パターン２と３の違いでございますが、民間で設立して行政出資が

ない場合は、行政としてのかかわりは事業の委託とかそういう関係であるということ。行政が

出資するということは、役員、人員とか事業に関与があるといった点の違いがあります。 

次に４ページ目でございますが、設立方法として整理されたものでございますが、これはパ

ターン２の新規設立で行政出資がないということを中心に考えたものでございます。方針とい

たしましては、民設民営によるまちづくり会社を新規に設立するということでございます。概
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要は、先に設立趣旨で申し上げたものと、④として行政との協力関係によるまちづくりを推進

する民間主導の会社であるということで、行政支援や協力体制としまして、設立準備や事業形

成について行政の支援・協力を行う。人材確保や設立手続についても支援を行う。資本金につ

いては民間を基本とする。非収益事業や行政委託事業については行政との連携で進めるといっ

たことが考えられるということで、設立時期については28年度以降になりますが、これまで検

討してきた中で、事業を行うにしても実証、検証というものや、実際の担い手を確保していく

という確実性の観点から準備を進めていくこととしております。６番目、事業の趣旨・役割で

ございますが、まちづくり会社は、産業の共生を担うことによって、個別事業者では難しい連

携・隙間・開発を進めることで、活性化、新産業創出、雇用拡大を目指すということで、１番

目としては、既存の個別事業者が行う事業は手がけない（競合しない）ということ。２点目に、

個別事業が抱える課題を新たな視点で解決に寄与する（隙間を埋める、地域コーディネート）。

３点目に、大きな投資や債務が発生する事業は手がけない（健全経営）。４点目に、未来志向の

新産業創出や開発、それを担う人材を確保する（経済分析、地域マネジメント）。５点目に、地

域経済循環や来訪者回遊性を高める事業展開を図る（活性化）。６点目に、行政協力（債務保証

しない）による民間主導のまちづくりを推進する役割ということで、これをもとに事業検討を

行ってまいりました。 

続いて５ページ目ですけれども、その検討された個別事業について若干説明させていただき

ます。まず①といたしまして、民泊サービス事業ということがございます。これにつきまして

は、空き家活用事業とホームステイ事業、この二つが考えられます。ターゲットといたしまし

ては、修学旅行、外国人、ファミリー、企業研修等が考えられます。趣旨といたしまして、民

泊の市場規模は2015年の130億円マーケットが、2020年には2,000億円に成長すると推定されて

おります。白老町には、限られた宿泊施設しかない状況であります。白老町には、温泉つき住

宅等の空き家や高齢化による子ども部屋の空き室を保有する世帯が多く存在しているというこ

とで、これを活用し宿泊、滞在につなげるということで、空き家活用や高齢者の生きがい対策

にもつながるということを想定しております。これからの取り組みとしましては、受け入れ調

査や実際の受け入れ開拓、受け入れ試行などをやっていくということで、目標といたしまして

は、空き家20軒、ホームステイ50軒を確保した場合に、想定される目標金額として収益額で1,180

万円ということで計算しております。それから、②旅行事業でございます。視察プログラムで

すとか着地型プログラム、企業研修、いわゆるその受け入れの有料化でございます。趣旨とい

たしましては、「多文化共生」の理念のもとさまざまな共生を行っている白老町の地域資源を活

用した着地型プログラムの造成・販売を行い、来訪者の町内回遊性を高めるとともに個別事業

者と連携を高めていくということ。それから、視察マーケットは、有料受け入れの一般化が進

んでおります。１人当たり平均2,000円から3,000円の単価となっているのが現状でございます。

また、企業研修のマーケットは4,670億円で、特色や独自性ある分野にニーズが高まり、増大傾

向にあるということでございます。これにつきましては、実際の事業調査や受け入れ調整、旅

行業取得などが考えられます。目標については、記載のとおりでございます。 

次、６ページ目でございます。③新産業創出事業でございます。これは、特産品開発販売、
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ＭＩＣＥ事業誘致、ふるさと納税返戻品といったことが考えられております。趣旨といたしま

して、北海道では札幌市がグローバルＭＩＣＥ強化都市に指定されていることから、ＭＩＣＥ

関連事業等を積極的に誘致するとともに、多くの白老ファンを創出し、ニーズに合った特産品

開発及び事業者とともに販売や記念品等の提供を行うということで、ＭＩＣＥというのは、い

ろいろな企業や外国の国際会議とかそういうようなものが想定されます。それから、ふるさと

納税が増加する中、個別事業者では手が回らない魅力的なセット商品など、自分たちの事業で

扱っている商品はそのまま出せるのですが、人気はセット商品にあるといったような場合にそ

のセット化をする事業者が少ないということで、そういうもののセット販売の担い手になると

いうことで、販路拡大をねらうということです。それから、伝統資源や地場資源などを活用し、

新たな事業者・雇用拡大を図るとともに新産業の創出を図るということで、これは主には、ア

イヌの工芸品とかそういうものを考えております。もしくは今博物館がなくなることで、サッ

チェプをどうするのかとかそういうものでございます。取り組みとしては、札幌ＭＩＣＥの受

け入れ先として、札幌国際プラザ等との連携体制の確立、地元団体（アイヌ協会や地場事業者）

との生産販売体制の構築、特産品開発・制作というものが考えられるということでございます。 

６ページの下、④事業者誘致・雇用創出促進についてでありますが、これは二つありますが、

個店フランチャイズ型事業者誘致モデルと、空き店舗・新規店舗対策調整ということで、事業

者誘致を行うことについてのターゲットとして、全国の中で優れた個店事業を行っている方た

ちが多くいらっしゃると、そういう方たちに対して、フランチャイズ型事業誘致を進めること

により、白老町への事業進出と雇用の拡大を図るということで、これにつきましては、全国商

工会連合会を通してアンケート調査をした結果、300以上の事業者が関心があるという結果を得

ているところでございます。そのような特色ある事業者誘致を進めることで、町内の雇用創出

と空き店舗対策を図るということで、取り組みとしては、対象事業者との連携強化、町内の物

件整備、事業者説明会の開催などを考えております。まちづくり会社としては、そういう事業

者の仲立ちをするという役割でございます。 

次に７ページ目でございます。⑤その他収益可能性事業といたしまして、町内回遊性向上対

策、多文化共生産業化の促進、アイヌ文化の普及・促進ということでございます。事業者の魅

力ある事業展開や基盤整備等を進めることにより、町内回遊性を高め、町内消費や活性化を高

めていくという趣旨でございますが、そのほかに企業メセナ等の協力から新たな産業化を促進

していくということや、アイヌデザインの理解・普及・活用の促進と知的財産モデルを構築し

て収益を考えていくというような取り組みでございます。 

次、⑥要検討の収益事業といたしましては、これから整備されるバス待機場管理運営事業、

ＪＲ白老駅運営受託事業、公共施設の管理運営事業等が検討されました。 

続いて８ページ目でございますが、⑦非収益事業についてでございますが、これについては、

事業者人材育成事業、多文化共生人材育成事業、マネジメント・マーケティング事業、公共か

らの委託事業というものを想定しておりまして、事業者の新たなビジネスへの意欲向上と取り

組みによる人材育成を図る。多文化共生を牽引するリーダー養成と取り組みで人材育成を図る。

事業経営とともに、地域経済の分析や市場調査を行い、最適な地域経済循環モデルを構築し実
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践することを考えていく。新たな公共サービスや効率性の観点で行政等からの受託事業を推進

するということで、例として、移住定住、婚活、雇用促進、イベント等がございます。このよ

うな事業を検討しながら整理を行ってきておりまして、最後にその会社の体制の想定案でござ

いますが、役割部署として、管理部、経営企画部、施設管理部、公共サービス部、交流ビジネ

ス部という５部体制で、人員想定が15名にしておりますが、これは正規、パートの職員を合わ

せての人員を想定しております。これが検討状況でございます。以上で説明を終わらせていた

だきます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がありましたが、この件について質疑がありましたら

どうぞ。 

13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 何点か確認をさせてもらいます。今説明あった個々の部分について

は議論されてもいいのですけれども、それは別として、大きな項目で説明ありましたけれども、

新規の会社は民設民営によるまちづくり会社の設立を目指すということは、この参考資料８ペ

ージでもうたっていますよね。新規会社の民設民営によるまちづくり会社の設立を目指します

と。資料でも４ページの５で、設立方法はもう完全な民設民営であろうと、こう言っています

けれども、これは完全民営化の民設民営会社の設立を政策決定したということで、まずよろし

いかということであります。それと、同じ８ページの括弧の中で、行政支援は必要であり、協

力連携していくと言っていますけれども、この行政支援の範囲がどういう部分があるのか、一

つの例で言えば、設備投資を行政がお金を出して人的な支援もあれば、これは民設民営に対し

て会社が設立してからですが、行政が何らかの部分で職員派遣、あるいはある部分で人的な派

遣をすると、支援をするという部分が含まれればまだ議論の余地ありますけれども、まずその

辺がどうなのかという部分であります。 

それともう一つは、３ページのところの３、設立方法によるメリット・デメリットとあるの

ですけれども、（２）既存会社活用の設立について、言葉がどういうふうに理解したらいいのか

わからないのだけれども、社名変更や定款変更だけで設立可能ということは、今白老町である

のは振興公社だけですよね。それでこの振興公社について資料を見てきたら、提出資料一覧と

ありましたよね。その中の資料２、多文化共生社会の実現に向けて「株式会社まちづくり白老

（仮称）」設立案という資料がついています。その４ページに、株式会社まちづくり白老資本構

成ということで、資本金6,000万円で、ほぼその振興公社を活用するようなＪＴＢの調査報告で

提案が出ているのだけれども、これが視野に入っているのか、これの部分についてはまるっき

り白紙に戻っているのだと、振興公社はかかわりないという視点であるのか。あるいはこの振

興公社のここで書いている、構成されている資本支出的なものがありますけれども、こういう

ものを含んで、ここでいう社名変更や定款変更だけで設立可能だということで、これを活用す

ることを含んだものの言い方しているのか、その点を伺います。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） まず１点目の民設民営を目指すという部分の政策決定かということ

でございます。28年度いろいろな角度からこのまちづくり会社の方向性について検討してまい
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りました。当然それには議会の議論も経て、その辺のことを十分考えながらまず28年度方向性

を見出そうと。それにはやはり民設民営の方向という部分は、この場ではっきり言えます。29

年度にそれに向けて設立準備をしていきますので、その中で確実性、これで実行できていける

という部分を29年度でしっかり足固めをしていきたい、そういう年にしたいという考えでござ

いますので、まず民設民営の方向で進めるということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） ２点目の行政支援の範囲についてでございますけれども、検

討の内容といたしましては、先ほどのパターンで説明したようにいろいろな支援のことが考え

られますけれども、現在のところ出資とかそういうものをしないという方向ですし、それにつ

いては主には事業の支援、この会社が象徴空間に向かうということと多文化共生のまちづくり

と同調に進めるということを受けて、人づくり、人材育成ですとかそういうものを担っていく

という面においては、収益性の低い事業に取り組むことについて行政の支援が必要ではないか

というような考えでおります。それから、既存会社の関係でございますけれども、検討はいた

してきておりますが、現在のところ振興公社を活用するということではなくなっているという

ことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） そうしたら行政支援というのは、この会社の設立に向けて今やって

いる部分の到達点までいく、一つの民間が活性化する会社を設立するまでの間に産業振興、地

域振興のために担当職員がかかわって指導すると、そういう範囲であってその後の人的支援と

かはあり得ないということでよろしいですね。そういう解釈でいいのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今言われたことはそのとおりだと考えております。できたあ

とは、行政とその会社の関係としては、会社に人材育成だとかそういうものをお願いしていく、

いわゆる事業をお願いしていくということは、関係としては発生するのではないかと今想定さ

れております。ですから、そういう場合は事業委託というような形があり得るということで考

えております。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。今のお話も含めて基本的には、検討状況についてと

いうまちの考え方ということでまちづくり会社を基本的には進めると。当然今までのコンサル

タントの成果は成果として利用するのは、これはお金出しているのだから当たり前のことです

けれども、基本的には町の考え方、いや、なぜこういうことを言うかというと、例えば出てき

た資料の中で収益事業何かについて見たときに、これ先に資料出てなかったからわからないけ

れども、今見たら例えば道の駅で１億5,000万とか、町の清掃業務で１億とか、これ早く出てい

たらこんなことにならない仕掛けなのです、言えば。ですから、そのことを今言ったってしょ

うがありませんから、そんなことを言っているのではないです。新たな収益事業も提示されて

いますけれども、町の考え方で基本的には進めるというふうな、今の設立をする準備の段階で

のどういうふうな資本構成にするかどうかということ含めて、民設民営含めて、ここの部分は
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そういう考え方でいいのですね。そこを確認したいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 今ご質問あったとおり、今回のこのことをベースにまちの考え方で

進めていくというのは、もう基本中の基本になります。ですので、今回の成果をきちんとベー

スにしながら、まちの考え方をもとにまちづくり会社の組み立てをしていくという考えでござ

います。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。私もそのほうがいいと思っております。それで問題

は、町がそういう方向に一定限度かじを切ったということであれば、どれだけ多くの役場の職

員の知恵と、どれだけ多くの町民の知恵をここに結集するかということになっていくと思いま

す。当然議会も同じでございます。非難をしていただけでは、これはうまくいかないのはっき

りしています。そういう視点から、資料を読み込むだけの余裕、ゆとりが残念ながらなかった

ものですから、おかしなこと言うかもしれませんけれども、５ページの個別事業の趣旨・取り

組みの問題なのですけれども、民泊サービスというのは出ていますけれども、これも細かいこ

と言いませんけれども、特別委員会ですからそういう形で質問するのだけれども、例えば旅館

業法との関係でいえば、空き家だとかホームステイを利用して修学旅行客を泊めるとなれば、

旅館業法との関係で許可を取らないでできるのかどうかと。これ特区にでもするなら別です。

特区にして自分のところで条例定めればできますけれども、そうでない中で現実問題として、

条件としてこういうことがあるということはいいのだけれども、現実問題として旅館業法との

関係で言えば、そういうところまできちんとなっているというか、議論してこういう方向出し

ているのかどうかが一つ。それから旅行事業の視察プログラムの部分なのですよね。これは、

議会でも現実的に議会視察でお金もらっている。議会に視察にきたら、一人500円もらうとして

いる。これ実際京都の園部町だとかやっているのですよ。 

それから、今回私たちが総務文教で視察に行った岩手県紫波町、ここは民間がプロジェクト

つくって開発して、3,000円払って我々視察したのです。だからそういう市場があるということ

は事実なのだけれども、問題はそこにたえられるだけの中身かどうか。私たち紫波町を見せて

もらったということの範囲でいえば、やはりたえられるだけの中身なのです。中身なのですよ。

官民一体になって相当な視察にたえられる中身を持っているのです。ですから、例えば多文化

共生の象徴だと言われているポートランド。テレビでポートランドのことをやりました。しか

し、テレビで１時間物でも30分物でも、データの中に多文化共生の言葉一つも出ていないので

す。私の見ているテレビの範囲ですよ。つい昨年の10月ぐらいだったか、皆さんが視察に行っ

たあとの話です。そういうことでいえば、本当に多文化共生でうたって視察に来てもらえるだ

けの中身のものがあるかどうかということ含めて、やはりそういう検討をしないと収益事業に

ならないのです。だから今の形でいえば、例えばバスの停留所。これは確かにバスが来て停ま

れば収益事業になるのです。そういうふうに確実にやっていくというのは、やはりそういうこ

とがきちんとなっていかないとならないのではないかと。読み込みちょっと不足ですからあれ

なのですけれども、そういうところも検討はしながらやっているのですか。 
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○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の旅館業法との関係ですけれども、現在の情報で

は、旅館業法とは別に法制度整備が今年中に行われるという状況でございます。というのは、

今既にそういう実態としてはあるのですが、それが法に対してグレーゾーンで行われていると

いう状況でありますので、国もその辺についてはきちんとルール化していくという動きがあり

まして、その考え方としては旅館業法の考え方とは別に、これ横文字であれなのですけれども、

シェアリングエコノミーという、要するに分配して一緒にやるというような考えなのですけれ

ども、例えば乗り合いタクシーとかそういうもの、シェアしながら物を使っていくという感覚

でこの民泊を整理していくというふうな情報を聞いておりますし、これまでグレーゾーンだっ

たものが明らかにルール化され法整備されれば、それに対応した民泊サービスが行っていける

のではないかというふうに考えております。  

それから、２点目の旅行業の関係ですけれども、視察料をいただくということの中身につい

ては、当然今後まちづくり会社や行政が協力して説明資料をきちんと整理して視察にたえ得る

ものに整備していくということが必要になりますし、検討の中で多文化共生というのは、本町

の歴史でもあり、アイヌ文化でもあり、そういうものを全て多文化共生の根本に置いておりま

すので、例えばアイヌと陣屋の歴史だったり、アイヌの自然との共生だったり、そういうもの

を素材とすることでそういうような視察の対応の整理は行っていくことになるだろうと考えて

おります。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。法整備がなされなければ、もうこれはインターネッ

トでどんどんどんどん募集して、トラブルがどんどんどんどんおきていますから、法整備をせ

ざるを得ないという状況なのです。実際に2016年11月の参議院のＴＰＰの中でも厚生労働大臣

が、これはだめだと言っているのです。旅館業法にのっとらなかったらできないと、はっきり

言っているのです。ですから、法的整備を待つということは、当然それを待たなければだめだ

ということが一つ。それと、多文化共生という町長の執行方針はわかるのだけれども、非常に

わかりづらい表現方法。こういうものをまちづくり会社の中では、もっとわかりやすい具体的

なものにしないと、会社自体が運営できるのかというふうに思うのです。もっと町民や国民の

皆さん方がわかりやすいものにしないと、商売とは違うと思うので、そういう理想というか何

というか、町の進むべき方向とは。ですから、そんなことも含めてやはり検討してその中でこ

ういうものを考えていかないとうまくいかないのではないかと。あらゆる意見を、議会の意見

何かももっともっと細かな意見まで吸い上げられるような仕組みをつくって、行政側はやはり

議会や各団体や役場の職員の皆さんのいろいろな意見を含めて、どうここを吸い上げて結集さ

せていくかというようなことを考えるべきだと思うのです。そこがないとうまくいかないので

はないかと思うのだけれども、そこら辺どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） １点目の多文化共生についてですけれども、多文化共生を説

明するときに範囲が大きいので、あれもこれもとなるのでわかりづらいというのは確かなので
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すけれども、それをわかりやすくしていく努力は当然必要だと思います。ただ多文化共生とは、

いわゆるいろいろな違いのあるものと融和していくというような感覚で、共に暮らす、生きて

いくということですから、人間と自然との共生もありますけれども、それぞれの人間に個性が

あって、その違いを認めて一緒に暮らしていくというようなまちづくりの方向性だということ

で捉えておりますけれども、それをもっとわかりやすくきちんと整理して進めていくべきだと

いうふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） ２点目の議会初め団体の皆さんのご意見を吸い上げていく仕組みづ

くり、このことは大変重要なことだと思います。今回まちづくり会社の方向性が過去２年間の

議論を踏まえた中で、大きくかじを切ったという部分がございます。こういったこともやはり

議会や町民の皆さんの声を十分に吸い上げた中で、まちとしての方向性を一定程度見出してき

たという結果がございます。まちづくり会社が設立した後、多文化共生という部分をキーワー

ドに進めるわけですから、その点においてもこういった特別委員会等と議会の皆さんのご意見

や町民団体のご意見を聞き、しっかり取り入れた中で１番大事なわかりやすさ、その点にしっ

かり軸足を置きながら組み立てはしていきたいというふうに考えます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑ございますか。 

11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） 本日の説明の中で大体お考えはわかったのですけれども、８ページ

のところに書いてあります（３）平成29年度予算査定にて決定と、今回のこのまちづくり会社

の決定するというふうにしていて、計画の中でも今年度29年度になりますとは言っていますけ

れども、このまちづくり会社は100％民間出資というふうに私はそのように理解したのですけれ

ども、それで間違いないのでしょうか。それで実際に民間会社から出資してもいいですよとい

うようなお話とかはもう既に手応えとかそういうものはあるのですか。私の聞き違いかしらと

思いながらも、でも、もう見込みがあるからここまで来ているのだと、そういうふうに思った

のですけれども違うのでしょうか。まだそこまでいっていないということですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） この考え方、検討の中での方向性としては、今西田委員がお

っしゃったように民間出資を基本として進めていくということで、今現在、具体的に民間の誰々

が意向があるとか、そういうようなことではない状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） そうしましたら、今回29年度予算査定にて決定ということは、つま

り今回定例会３月議会で予算査定されたもので決定されてから、初めて町内の事業者とかいろ

いろな事業者にお声をかけるというふうに理解してよろしいでしょうか。そのときに声をかけ

る、出資する民間の方々というのは町内事業者だけなのでしょうか。それとも広くいろいろな

方々にも声をかけてやっていくという考え方なのでしょうか。そして、この事業を実際に募集

をかけて、一体いつの設立を目指して、いつからこの事業を展開していくのか、その辺までの

青写真というのはもうできていますか。そこをお伺いいたします。 
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○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず民間への声かけという点につきましては、町内、町外に

向けて声かけをしていく予定でおります。それから、いつを目指すのかということにつきまし

ては、なるべく早い時期がよろしいのですけれども、収支のシミュレーションとか、赤字にな

るのわかっていてスタートはできないわけですから、その辺が整った時点でのスタートになる

というふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） そうしたらきょうはここまでの検討状況ですから、これからまだ詰

めていかなければならないというところが多々あるという段階なのですか。私はそういうふう

にしか受け取れないのですけれども、これが決定というふうには理解しなくてもよろしいので

しょうか。というのは、最後の８ページの７番目、まちづくり会社体制（完成案）と書いてあ

りますけれども、これでいったら人員体制15名と書いてありますけれども、実際にこの人員体

制が、まちづくり会社をつくるに当たっては、私個人としてではなくて町民みんなの願いだと

思うのですけれども、やはりパートではなくて本採用になれるきちんとした職場であってほし

いというふうに、町民の方々はすごく望んでいるのではないかと思うのです。その辺がまちづ

くり会社をせっかくつくるのであれば、そこのところが私は１番の肝ではないかと思います。

もしそれができないのであれば、大変失礼な言い方で悪いのですけれども、今までの白老振興

公社で十分かと。私はやはりそこができるか、できないかによって白老町のまちづくり会社を

今回つくるのだと、これだけの時間とお金をかけてつくるのだという意志も理解できますし、

そのあと今度ポロトのアイヌ民族博物館ができて、そしてオリンピックがきて、そのあとです

よ。サーっと人が引けたように誰もいなくなってしまったと、そういうふうにならないような、

そういうことも含めてきちんとしたものをつくっていただきたいと、これは老婆心ですけれど

も、以上何点か申し上げましたけれども、それについてのお考えを伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 現在までの検討案としてご提出しているところでございます

ので、これは決定案とかそういうことではないことをご理解いただきたいと思います。それか

ら、この実際の検討を進めていく中でやはり議会からもお話があったように、要するに始めて

赤字とか経営が苦しいのでは困るのです。ですから、それまでの事業の準備とか検証だとか、

先ほどの民泊にしても本当に白老で何人の人がそれをやってくれる人がいるのかという、検証

とかニーズを把握しないと事業化には至らないということがございますので、そういう準備を

進めていきたいということでございます。あともう一つは、この体制案についても15名という

のはあくまでも想定であって、この中身を全部やるのか、一部をやるのかによっても全然違い

ますので、本当に全部やった場合とかそういうような想定でお示ししているということでご理

解いただきたいと思います。 

〔「雇用形態も正社員かどうかというのもありましたが」と呼ぶ者あり〕 

○地域振興課長（高橋裕明君） 現在、事業のシミュレーションを全部やっているのですけれ

ども、その収支上では全員が正規職員の給料を払うだけの収益までまだ至ってないと。先ほど
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もご説明したように未検討の事業とか可能性のある事業というのがあるので、その辺が本当に

事業化できればまた収益が上がるので正規職員をふやせることも可能ですけれども、現在その

未確定の部分とか可能性ということで押さえている事業について不透明な部分があるので、こ

ういう形になるのですが、その収益に見合った人員配置ということになろうかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） 確かにこれ新しい事業をするので、みんながみんな正社員というの

は、私は非常に無理だと思います。だけれども、せっかくここまで頑張ってつくってこられた

ものであれば、やはり少なくても正社員としてきちんとして将来的にも伸びていく企業の一つ

を残すのだという考えがなければ、白老町あともう少したったら人口１万人を切ると言われて

いますよね。そういう中でやはり税金を納めてくれる人間をきちんと育てて、そして定着させ

るのだという大きな目標を持って同じやるならやっていただきたいと、私はそう思っています。

この事業が成功するか、しないかというのは、また別の問題なのかもしれないけれども、でも

少なくても町民の人たちが望んでいるのは、白老のまちできちんと働ける場所、就職できる場

所、そして結婚して子どもをつくって家を建てられるまちであってほしいと、そういう就職先

が欲しいと、これがそれの一つにならなかったら税金を使ってというのですか、役場の職員の

人たちのこれだけ税金を使ってやっている事業は一体何なのだとなってしまわないように、ぜ

ひそこだけお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今お話にあったとおりだと基本的には考えておりますし、先

ほども言ったように収益性があればそれだけ人員確保もできるし、雇用の場もふえるというこ

とで考えております。あともう１点は、先ほど事業の中に出てきましたが、まちづくり会社の

役目としてやはりそのほかの町内の雇用を拡大するですとか、事業を創出していくとかそうい

うような役割もありますので、どちらかというと今まで企業誘致、企業誘致と言ってきたので

すけれども、このタイミングで白老町に事業誘致とか事業者誘致、そういうのが非常に大切に

なってきて、その中で雇用も生まれてくるのではないかと考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、山田和子委員。 

○１番（山田和子君） １番、山田です。民設民営ということで収益事業の安定化が出資者を

募る場合に重要なポイントになってくると思うのですけれども、まず現駐車場の活用のことと、

国立内の有料駐車場はどこが管理運営していくのかという、まちづくり会社がやっていける可

能性があるのかというのが１点と、７ページの町営の公共施設や象徴空間内の委託事業などを

請け負うという具体例、象徴空間内の委託事業というのは例えば草刈りとかそういうことなの

かどうか。公共施設の請負というのは、具体的にどういうことを想定されているのか、まずこ

の点をお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず駐車場の関係ですけれども、現駐車場の活用については

まだ全て決定している状況ではないということです。それから、エリア内の駐車場につきまし

ては、国が整備して多分運営法人の管理で行うということになろうと思います。あと、今のま
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ちづくり会社の想定ですけれども、こういうことができるのではないか、できたら収益になる

のではないかということで考えておりますので、例えば象徴空間内の委託というのは先ほどお

話にありましたように環境整備ですとかそういうもの。国としても地元を優先したり、地元で

ある程度信用性の高いものを採用していただけるのではないかということの想定でございま

す。町営の公共施設というのは、今いろいろな施設がございますけれども、これも具体的な検

討ではないですけれども、例えば陣屋のところとかそういうものを想定はしておりました。 

○委員長（小西秀延君） １番、山田和子委員。 

○１番（山田和子君） ５ページの民泊の受入ニーズ調査ですとか視察プログラムの利用ニー

ズ事業調査等々が29年度予算に上がってくるという押さえでよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 現時点で予算化されたかどうかというお答えは控えさせてい

ただきます。 

〔「可能性はあるということでしょうか」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今言われましたニーズ調査とかそういうものについては、多

分自前でやることになると思います。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） ５番、吉田です。特別委員会、何回か抜けていることがありますので、

質問的に少し違うことがあるかもしれませんけれども、先ほど大渕委員からありましたように、

私たち紫波町というところを視察してまいりました。まちづくりの中で、本当に公債費比率が

23％のまちだったのです。ところが、役所が分散化していて集約してほしい、それから図書館

が公民館に併設されていて、もっときちんとみんなが利用できるようにしてほしいという、そ

ういう町民のニーズに基づいて、町有地を遊ばしておくぐらいであれば、それを民間に貸すな

りして事業をやっていくことを認めたのです。そういったことを利用して、町の空いている土

地に町がつくるのではなくて、民間を巻き込んで図書館をつくり、そして地域に先ほどおっし

ゃったようにいろいろな病院だとかスーパーもありました。そして、人が集まれるそういった

場所にしていったのです。ですから、今回のまちづくり、私もまだ十分に理解はしていません

けれども、これからできる象徴空間、それから観光客がいらしたときにまた来たいとか、また

その人たちが何を求めているのか、それに応えるための一つの対策としてつくっていくのでは

ないかと捉えているのですが、私はいかに民間を活用するということの難しさを感じるのです

が、かなり連携が必要だという話をしていました。この目的でつくったのだけれども、こうい

う連携をすることによってこういう広がりを持つというお話をしていました。バレーボールを

する体育館をつくったのですが、バレーボールだけに使うのではなくてほかのものにも利用で

きる、活用できる、そういった町民がそれぞれに活用できる。それから、広場をつくったので

す。広場をつくってサッカーもできると。いろいろな広場をつくることが、人が集まれる場所

としては最適だという話をしていました。ですから、その場所に公園的な広場もありました。

最後に私聞いたのですが、その土地に図書館も町の庁舎もつくりました。その運営は民間から
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の地代、賃借料、それからサービス料と利用料、そういったもので運営をまかなっている。だ

から庁舎を建てるのにも基金をつくったわけでもないし、図書館を建てるのにもちろんそうい

うこともないですし、もちろん出したお金はありますけれども、その運営に関してはそういっ

たトータルした連携の中で、町有地をしっかり利用しながら皆さんから入ってくるお金で運営

をしているということがあったのですが、私はそのニーズがどこにあるのかということを、先

ほど専門家にもお伺いしたということなのですけれども、今後やはり今来ている観光客とかい

ろいろな人たちのニーズをしっかりとらまえていくことが大事ではないのかと。そして、10年

間という見直し期間があるのです。民間の人たちが10年間で今やったところの収支を出して、

全部借りた借金を返さないと、10年後には見直しで出されるかもしれないという危機感がある

のです。だからすごく真剣ですし、そういった決め事がきちんとあるということも、私は厳し

いけれども大切なことかと。民間にやっていただくということは、そういったルール的なもの

も必要なのかということを感じましたので、その辺の考え方も伺いたいと思います。それから

よくテレビでやるのですが、先ほど言ったように民間の空き地、空き家だとか、それからそう

いったものを利用して修学旅行客とか観光客を泊める、問題点もあるので今国も検討している

段階なのですが、私一つ見ていてすごく感じたのは、白老町に来ていただいた修学旅行の生徒

が、いろいろな体験を通じて白老町の魅力を感じ取って帰ったときに、それは違うところなの

ですけれども、そこでいろいろな体験をしたことが私は将来ここに来て住みたいと思ったとい

う声がすごく多かったのです。そういった魅力を発信できる、そういうものにつながるような、

ただ泊まってそこの何かを見ていただいて過ごすというのではなくて、そういう体験的な白老

町の魅力をしっかりとつかまえていけるような、そういう宿泊の民間の利用というのも今後必

要ではないかと考えるのですが、答えられるかどうかわかりませんけれども、私たちが視察に

行って感じたこと何かも少しお話しましたけれども、どうでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の民間との関係でいろいろな困難もあるのではな

いかというお話ですが、やはり目標をまず共にして、そのために官民どういうふうにやってい

くかという目標の一致が必要だと考えておりますし、そのやり方についてもそれぞれ連携する

ために対話、協議を重ねていかなければいけないのかというふうには考えております。それか

ら、民泊についても後半お話ありましたけれども、修学旅行等が単に見学して登別や洞爺に宿

泊されるのであれば、宿泊施設は足りないながらもそういうご家庭に泊まって本当の白老の中

の実生活といいますか、そういうものを体験していくということをしていく、していくに当た

っては受け入れるご家庭についてもいろいろ勉強会なり、地元の文化を当然知っていただかな

ければならないので、そういう対応をしながら工夫、体験をさせるというふうに持っていきた

いとは思っております。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） 白老町はどちらかというと宿泊施設が少ないということで、通過型と

いう観念が今のところ皆さんの中にありますし、来た方も通過型で泊まるのは登別、洞爺だと

いう感覚があると思うのですか、こういう民泊を利用することで今後そのリピーターが、温泉
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とか通過型でほとんど終わってしまうと思うのですけれども、やはり民泊をすることで人間関

係ができて、本当に将来的に定住、定着にかかわっていくようなつながりがつくられるような

研修を積むとか、そういったことを進めていってほしいというふうに思います。これは、答弁

はいいです。要望しておきます。意見でいいです。 

○委員長（小西秀延君） 確認いたします。まだ質疑をお持ちの方は、いらっしゃいますか。 

それでは、暫時休憩としたいと思います。 

休憩 午前１１時１５分 

                                           

再開 午前１１時２５分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

ほかに、質疑があります方はどうぞ。 

４番、広地紀彰委員。 

○４番（広地紀彰君） ４番、広地です。説明理解できました。それで、まず体制づくりや役

割分担の話なのですけれども、今設立のパターンということで、民間で行政出資なしという形

を選択しようという考え方で、それはそれで一つの考え方なのかと理解します。それで、その

部分の資金と人材の導入のことにかかわってなのですけれども、事業として今いろいろと具体

的な話ありました。これ収益事業の目途として全部合算したら１億7,000万ぐらいになっている

のですけれども、こういった部分は徐々に始めるような形になるのか、そうなれば初期の部分、

恐らく設立してから諸事業が軌道に乗るまで相当経営として大変なのではないかと思うのです

が、行政としてある程度支援していかなければいけないというふうに考えているのかどうかに

ついて。 

それと、人なのですけれども、今の白老町の産業振興が抱える課題として、資料の２ページ

に整理されていましたけれども、既存体制による戦略や人材が不足していると、これは恐らく

もっと必要になってくるであろうという考え方だと思いますし、私もそう思います。ですから、

既存の体制にさらに充実を図っていく意味で、外部の体制をきちんと導入して、しがらみだと

か既存の考え方にとらわれない大胆な発想をしていくような体制づくりが必要なのかと思うの

ですが、まずそのあたりの考え方について。 

関連して観光協会が今ありまして、頑張られていると思うのですけれども、既存のそういっ

た組織ではなく、なぜまちづくり会社が必要なのかという部分をもう少し詳しく答弁願いたい

と思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まちづくり会社設立に向けての資金とか人材の関係でござい

ますけれども、我々もシミュレーションをしていく中で、設立した時点で全ての事業をスター

トさせるのは困難であろうというふうには検討しております。ですから、まず収益が確実なも

のですとかやりやすいものとか、そういうものから始めていかざるを得ない部分はあると思い

ます。2020年にまた状況が変わりますので、そのときに始めたのでは遅いというものは早目に

始めるべきだろうという検討はしておりますので、例えば完成案として15人と出ていましたけ
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れども、最初から15人ということではなくて段階的にふえていったり、事業もふえていったり

することが必要だろうというふうには考えております。そのときに進めていくに当たっては、

やはり設立とか運営について行政の協力というのも必要ですし、体制については内部の人材だ

けではなくてそれに精通しているようなもの、もしくは事業をするに当たっての人脈なりネッ

トワークを有する人材というものが必要であろうというふうには考えております。 

それから、観光協会との関係でございますが、まちづくり会社につきましてはご説明したと

おり、観光客だけの相手ではなくて地場産品ですとか商業発展、もしくは新たな産業開発連携、

そういうものも視野に入れているということと、さらには地域の観光、商業含めてそういうも

ののマネジメントをできるというような観点から、観光協会もかかわりはあるとは思いますけ

れども、そこを含む全体を見ていくような会社のイメージであるということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰委員。 

○４番（広地紀彰君） パターン２として行政出資がないということで、行政の誘導力に頼ら

ない民間主導の組織をつくっていきたいという方向性はわかりました。そうなると、今の答弁

にもあったように多分に公共性含んだ事業展開していくといった部分で、公共性の担保という

か、チェック体制といったらいいのですかね。このまちづくり会社は、出資も民間ですし株式

会社ですから自由にできると。民間業者を圧迫しないだとか大規模な設備投資はしないという、

当初のある程度の物差しをもって今設立に向かっていると思いますが、そういった部分だとか

方向性、やはりこういう事業を進めていくべきではないかだとか、町としてのさまざまな課題

が今後出てくる中で、そういった部分の考え方を町として押さえて、その考え方はどのような

反映の形になるのか。単純にこれだけで言えば、本当に自由にまちづくり会社できるような体

制になっていると思うのですけれども、そのあたりの町とのかかわり方や政策の反映の度合い

についてどのような考え方で整理していますか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 会社の性質として、大きくは収益性のある事業と非収益性の

事業という分類で検討はしてきております。公共性の関係で申しますと、非収益性の部分にか

かわるだろうということは検討しております。それから、その中身によっては収益性がある場

合でも、例えば事業者個別ではできないようなものを協力することによってできたり、まちづ

くり会社が関与することでうまくいったりというような事業もたくさんあるというふうに考え

ておりますので、それが公共性になるのか、ならないのかという議論はその事業の内容によっ

て判断していくしかないだろうと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰委員。 

○４番（広地紀彰君） 端的に質問します。おおむね理解できるのですけれども、かかわり方

としたら、例えば個別の事業として町としてかかわっていくような形になっていきますか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今想定しているのは個別的にいうと、商業者とかそういうも

のの例えば外国語対応をどうするのだとかというのを進めるに当たっても、直接収益性にはつ

ながらない場合に行政からの委託事業としてその活動をしていただくですとか、そういうよう
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な個別事業の委託ということを今現在では想定しているところです。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは、次に、２番目、ポロト地区における温泉施設等整備事業者の募集について、担当

課からの説明を求めます。 

高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） それでは２点目でございます。ポロト地区における温泉施設

等整備事業者の募集についてでございます。この件につきましては、昨年11月７日に一度提案

してございまして、その間募集要項の整理ですとか、ご説明をしておりますとおり予定地に国

の土地が入っておりますので、財務局、森林管理署等との協議、それから承諾を得た中で今回

募集を開始するということに至ったものでございます。内容については、大きな変更点のあっ

たところを中心にご説明したいと思います。本日、追加資料として前回の提案との比較表があ

ると思いますが、それもご参照いただきたいと思います。 

まず募集要項の３ページ目、４、事業用地の処分方法についてであります。前回は売却もし

くは賃貸借ということでご説明しておりますが、今回は売却という方向で募集を開始するとい

うこととしております。土地の価格でございますが、１平方メートルあたり3,250円。これは、

12月に補正させていただいて不動産鑑定を入れた価格としております。あとの部分についても

同じなのですが、全て売却予定価格というふうにしております。売却価格とはしておりません。

それは、さまざまな状況と協議によって多少変わる可能性も残しているということでございま

す。 

５、温泉源所在地及び温泉権の処分方法というところでございますが、前回の案では、温泉

源については評価額の価格で提示しておりましたが、今回温泉の権利の売却については予定価

格2,625万円。これは公社の売買価格に合わせたものとしております。それから、これは前回も

ありましたが、なお書きのところで、新たに温泉掘削の必要性が今後発生した場合は、事業者

の責任において掘削を実施することとしております。 

内容的にはほとんど変わりませんが、６、施設整備の概要といたしましては、ポロト湖など

の自然景観と調和のとれた施設の配置、規模、高さ、外観などに十分配慮した計画とし、国立

施設との相乗効果を高める独創性のある提案とし、施設の内容は、宿泊施設、日帰り入浴施設

を必須条件とし、レストラン、物品販売施設等については自由提案とするということとしてお

ります。 

７、提案事業の継続年数というのが今回新しく入っておりまして、事業者は温泉施設等の開

業後、20年以上は提案した事業を継続するということを足しております。 

４ページ目の日程については後ほど説明しますが、４ページ目、（４）応募手続等は、詳細な

ものを今回追加しております。 

５ページ目、９、応募に関する事項については、前回は（１）参加資格等だけでしたけれど

も、今回（２）提案書関係書類の様式・部数について、追記をいたしました。６ページ目、書
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類の関係はほとんど変わりませんけれども、提案申込書、会社概要、委任状、定款、法人登記

簿謄本及び印鑑証明書、納税証明書、財務諸表及び事業報告書、それと、提案概要書、提案書、

建築計画というものを提出していただくものでございます。 

続いて10、審査に関する事項につきましては、（１）、（２）、（３）は、前回と同様でございま

すが、（４）から（８）までを追記いたしまして、（４）提案内容に関するプレゼンテーション

を行う件、（５）優先交渉権者の決定について、（６）審査結果及び提案概要の公表について、

（７）優先交渉権者の資格喪失について、最後に（８）次点交渉権者の地位というところを明

確にいたしました。続いて８ページ、（９）審査項目と配点についてでございますが、前回は、

１、事業計画に関する評価100点、２、施設計画に関する評価100点で、（１）実現性が40点、（２）

確実性が60点ということでしたが、今回精査した結果、（１）実現性50点、（２）確実性50点と

いう配点にいたしております。その中でも、（１）の①投資計画を30点、（２）の①資金計画を

30点と、点数をふやしたところでございます。９ページ、（10）評価基準点、これは選定要件に

なりますけれども、最高点数を得た応募者が優先交渉権者で、２番目に高い点数を得た応募者

を次点交渉権者ということにしていますが、合計得点が140点未満の場合は選定をしないという

事項が追加されております。 

11、契約の締結については、これもはっきり追記しておりますけれども、町有財産売買仮契

約の締結ということで、仮契約を締結した後、町議会によって議決手続きに入ると。議会の議

決手続きを経て可決を得たときに本契約とします、という追記がございます。それが主な変更

点でございます。 

資料２－３というのをごらんください。スケジュール（案）でございます。資料２－３、ポ

ロト地区における温泉施設等整備事業者募集から決定までのスケジュール（案）、これで申し上

げますと、来週２月20日に公告して募集を開始すると。３月６日に説明会を行って、３月13日

から15日に質問書の受付をして、５月29日から６月２日の間に事業者の応募登録申請を受けつ

けて、資格審査を経たあと６月23日に提案審査、いわゆるヒアリングプレゼンテーションを行

うと。それから、審査結果の公表が６月30日というようなスケジュールで優秀提案者を決めて、

それから具体的な協議・調整に入っていって、10月頃仮協定、12月に本協定、土地等売買契約

を結び、１月から事業着手というような流れで考えております。と申しますのは、右側に売買

のための整備予定というのがございます。新年度に入って４月に用地測量及び町道実施設計の

入札・発注を行い、それが完了するのが大体８月頃ということを想定しております。まず用地

測量と町道の布設がえ、道路変更がありますので、その道路用地が決定しないと温泉の土地が

確定しないということがございます。その間、支障物件等の撤去をしなければならないという

ことで、おにぎり山ですとか今出ている水の処理、埋設管の処理等をしていくということでご

ざいます。その結果、９月に財務局と林野庁用地の分筆登記を行い、国から用地を買い受ける

というのが11月、それで全て町有地と土地が確定してから本契約ということになるというスケ

ジュールでございます。 

それともう１点、次のページ、資料２－４というのがございますが、先ほどのヒアリングプ

レゼンテーション、提案者の説明を審査するものの審査員でございますが、今想定しておりま
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すのは、国の共生公園のほうの関係の国土交通省、博物館の関係の文化庁、商工会、観光協会、

アイヌ協会、アイヌ民族博物館、行政からは副町長ということで７名を想定しております。以

上で、説明を終わらせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がありましたが、この件につきまして、質疑がありま

したらどうぞ。 

14番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） まず資料２－１の３ページ、施設整備の概要の中で、施設の配置、規

模、高さ、外観というのがありまして、これを２月20日に公募を開始するということなのです

けれども、外観などに十分配慮した計画となっていますけれども、例えば部屋何室だとか高さ

はこれ以上だめですよとかというのは、今現在で決まったものがあってそれを提示した上で募

集をとってプロポーザル方式にするのか。それとも、あくまでも提案型という形の中でそうい

ったことは向こうに出させるのか。それによって全然違ってくると思うのですけれども、現状

この辺に関しては、先ほど言っていた文化庁ですとか国土交通省ですとか、そういうところか

らの具体的な指示があるのかどうなのかというのが１点。 

あと今設定されているポロト温泉の場所というのは、ちょうどキャンプ場だとかに行くとこ

ろの入り口近くに当たるところで、当然これは林野庁関係だと思うのですけれども、キャンプ

場までの道路の整備、あるいは枝の枝切りですとかそういったようなことも必要になってくる

と思います。それで、以前私とあと数名の町議会議員も同行いたしまして、その当時の農林水

産政務官、衆議院議員の佐藤英道先生が来町されまして、キャンプ場のあたりとかミズバショ

ウが群生する遊歩道を見学しました。道議会議員からは、苫小牧選出の安藤先生が来られてい

ました。そういったことで、そちらのほうの整備関係、これは基本的には町がやらなければな

らない可能性もあるという話も前に伺ったことがあったのですけれども、この辺せっかく国の

先生や道議会の先生も来ているわけでありますので、町の財政も考えた中ではできる限り国だ

とか道の協力もいただきながら、ポロト温泉とともにそちらの整備も必要になってくるのかと。

少しずれた質問になるかもしれませんけれども、この２点についてお尋ねしたいと思います。

現状で結構です。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の外観、高さの関係でございますが、現在数値と

して10メートルか20メートルかということは出さないというか、出せない状況でございますの

で、今聞いた情報によりますと今後国立博物館の高さとかそういうのが出てくるということと、

そういうものを決めるに当たってやはり高さを考えてそういうものにしているわけで、そのと

きに周りにある山の両線を極端に超えるような建物にはしないというようなことも聞いていま

すので、その辺が基準になってくるのかというふうに考えておりますし、あとは提案によって

景観を損ねるようなとか目立つような提案であれば、評価点が低くなるということで審査を行

っていく予定としております。 

それから、２点目の休養林関係の整備だと思いますけれども、象徴空間の関連区域としても

入っておりますが、その辺の整備についても今森林管理署などと協議を進めていて、どのよう
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な整備が可能なのか、どのような整備をすべきなのかというような検討を進めているところで

ございます。 

○委員長（小西秀延君） 14番、山本浩平議長。 

○議長（山本浩平君） ２点目のことは理解いたしました。ただ１点目に関しては、２月20日

に公募する時にこの辺が明確であれば、それに沿ったような形で応募してくるところもプレゼ

ンテーションしやすいのでしょうけれども、それがそうではないとなると、どういう形である

程度の情報を流すのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） この要綱以外の情報というのは、説明会でこれに従って説明

会を開催してご説明するということと、あとは先ほどのスケジュール表で申しますと、３月13

日から15日に質問書を提出する期間を設けております。そこに応募しそうな方が質問をいただ

くと。今回は全国的な対象になりますので、全て質問の回答については平等に情報を流すとい

うことで、ホームページによってその回答を流すということで、応募者全員に同じ情報が行き

渡るようにするということで想定しております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 何点か確認させてもらいます。ぜひ応募者がたくさん来ていただい

て、成功していただきたいと思っています。それで、事務的な部分の何点か確認したいのです

けれども、資料２－１の３ページの中で、事業用地の処分方法とか提案事業の継続年数が20年

以上は事業を継続してほしいと、もっともだと思いますし、ぜひやってほしいと思うのですけ

れども、ただ、土地を売る側からいくと普段のことをいろいろ考えなければいけないと思うの

だけれども、その土地の契約する前段で買い戻し条項何かは考えられていないのかどうか、企

業誘致何かも十分に買い戻し条項つけたりして、町の財産だという部分で考慮しているのです

けれども、その辺の検討がされる必要があるのか、ないのか。あるいは、買い戻し条項をやは

り整備しておく必要があるのではないかと思います。 

次の４ページなのですけれども、応募手続等です。ホームページで公表すると言っています

けれども、いろいろな話も出ていますけれども、一つとしては、企業誘致的な活動の中で事前

の問い合わせがあるのか、あるいは関心度がどうかということ。もう一つは、ホームページは

わかるのですけれども、やはり広く公募を周知して可能性を高めるためにも白老町の宣伝も含

めて多くの人の目に触れるべきだと思うのです。そうすると広告料はかかると思うのですけれ

ども、全国紙始め何紙かにこういう公募していますという部分を目に当たるようにして、詳し

いことはホームページを見てくださいというような形で広く公募条件を周知した方が私はいい

のかと思います。その中に象徴空間の宣伝も一言入れた中で、若干の広告費はかかりますけれ

ども、企業誘致的な発想から見ればそういうことも十分にしたほうがいいのかと私は思います。

ホームページだけであれば限られますし、本当に白老のところをしょっちゅう見ている人は別

ですけれども、このために見るわけないと思いますので、そういうきっかけづくりが私はぜひ

必要かと思います。 
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それと、資料２－４、ポロト地区における温泉施設等整備事業、これどういう審査するのか

わかりませんけれども、もし今までの公募するこの条件等々も審査するのであれば、この中に

ホテル、旅館等の専門的な見識のある経営コンサルタント的な専門分野の第三者の目を私は入

れたほうがいいと思います。町内の人がたや学識経験者の人は、博物館的な象徴空間の中身の

中から見られると思いますけれども、経営内容とか今ホテルあるいはそういう関係がどういう

動向の中で白老町のこの中に建設されたらいいのか、誘致したらいいのだろうかという部分か

らいけば、やはり経営コンサルタントの専門分野の見識者を入れたほうが、私はより第三者的

な目で建設的な意見も言っていただけると思いますけれども、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の買い戻し条項についてでございますが、検討は

したのですが、そこは入れないということで今進めたところでございます。もう１点は、広く

周知するために広告等もうってということでございますが、言葉は同じであれなのですけれど

も、公告をすると、公の告示です。前田委員がおっしゃったのは、新聞とかそういう広告です

よね。今回は公告をするので業界には伝わるだろうという感触は持っておりますし、今までに

実際に意向調査等をしてきた企業が12、３社ございまして、それらとの話からこういう条件設

定に至ったわけなのですけれども、そういうところには開始しましたというお知らせはできる

というふうに考えております。それから審査員につきましては、企業状況とか経営状況につい

ては調査可能ですので、経営コンサルタントを審査員に入れるということは考えていなかった

ところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 買い戻し条項を考えてその部分を入れないという結論に至ったのは、

どういう条件でどうなって論点整理をされて買い戻し条項を付記しないということになったの

か、その辺を論理的に答弁お願いします。それと、周知の方法だけれども、公の公告、正直な

話官庁通達ですからそんなに見ないのです。白老町を宣伝する意味も含めて広く白老がこうい

う事業やるのだよということをやはり認知してもらう、白老に象徴空間ができることによって

そういう施設ができるのだという興味を持ってもらうきっかけづくりとかを、これを使うこと

によって広く白老を宣伝する今後のきっかけづくりになる、そういう意味も含めて言っている

のです。事務処理ばかりではなくて、せっかくこういうことやるのですよ。そういうことを広

く皆さんに知っていただくと、興味を持ってもらうと。そうすると、白老町で何かやっている

のだなと、こういう部分というのが一つの仕事をやる上で私は大事なのかと思うのです。事務

処理云々ばかりではなくて、そういう観点で言っているのです。もう一つは、この審査委員会

については、やはり私は必要かと思います。なぜそういうことを別な形でできると、いろいろ

な調査機関を使って云々とでてくると思う。そうではなくて、この中で議論するときにいろい

ろなきっかけをつくる、別な視点から議論をしてもらう、そういうことによって総括である程

度の多岐にわたる議論をしてもらえるという部分が審査委員会というのは大事なのです。そう

いう観点からいけば、申し訳ないけれどもここに書いている人がたは、みんな地元の人なので

すよね。外からどう見えるかと、そういう視野も一つのこういう機会づくりで、それぞれ学習
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もできる、あるいは白老はどう見えているのだろうと。そういう形のものというのは、本来そ

うあってこういうものをつくっていくべきなのです。そういう総合的なものの考え方からどう

ですかという関連で質問しているのです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の買い戻し条項についてでございますけれども、

いろいろな実例というか、例を点検したのですけれども、買い戻し条項でうまくいっている事

例があまり見当たらないのです。困難性とかそういうのを考えると当然町とその事業者はきち

んとチェック関係になければだめだと思いますけれども、そういう信頼関係の中でやっていく

しかないのかということで条項は入れないことにしております。それから、広く周知するとい

うことにつきましては、以前の例でいうと全国紙で広告をうったときには、小さいものでも５、

６百万円かかるのです。そういう広告物は当然効果的だというふうに思いますけれども、今の

ところは経費を使う、使わないの問題ではなくて、報道機関にご協力いただいて全国紙にも記

事を出していただくように依頼をして、そういう周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。審査員については、今お話しありましたことも踏まえながら、審員査のメンバーは必

ず７人でなければだめだということはないので、今案としてご提示しておりますので検討させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時０２分 

                                           

再開 午後 １時０２分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

引き続き質問を続行いたします。質疑をお持ちの方は、どうぞ。 

５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） ５番、吉田です。３点くらいお伺いしたいと思います。今回の温泉事

業の説明の３ページなのですけれども、11月の事業の関係となぜ違うのかお聞きしたいと思う

のですが、事業用地の処分方法については売却をするというふうになっておりました。前回11

月に示されたのは、売却か賃借ということになっていたと思ったのですが、この３カ月の間で

何がそういうふうな方向性に変わったのか説明を願いたいと思います。 

それからもう１点、現在国有地があるということで、この国有地を町有地化に向けた作業を

今進めているということで、売却の契約締結までには全ての用地が町有地となりますと書いて

あるのですが、町としては国有地を買い上げるのをいつごろと、今後の計画も示されておりま

すけれども、ここには別に国有地を町有地にいつするとかというのは書かれておりませんが、

その予定はいつなのかということが１点。 

それからもう一つは、今回２月の定例会で土地を購入いたしました。その中に建物が入って

おりますけれども、これは温泉がかかわる建物なのですが、今後の温泉施設整備事業の中でこ

れを壊すのではないかと私は思っていたのですが、その壊す予定が全然入っていませんけれど

も、これは売却締結後にするのか、どういった町の予定を持っているのかをお伺いしたいと思
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います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目の11月に示した案では売却、賃貸という両方があ

って、今回売却ということですが、先ほどもご質問ございましたように買い戻し条項とかそう

いう関係も同じような理由なのですけれども、結局今回は、例えば工業団地だったら土地を買

っていただいてしばらくしたら建てるのですけれども、建てられなかった場合買い戻しとかと

いうこともございますが、今回は売ったら建てるという約束で事業をとおしていますので、そ

こを賃貸にした場合に、もし万が一その営業がどうのこうのという上物がおかしくなっても、

そこを町がいじれない状態になってしまうということで、全て売買にしたほうがいいのではな

いかというような議論で売却の方針にしております。 

２点目の国有地から町有地化というのは、資料２－３のスケジュール表で申しますと、国有

地の用地取得が右の欄１番下の11月、11月に用地取得となっていて、ここで町有地となる予定

でございます。それから、建物の支障物件については、先ほどご説明の中にございましたよう

に、おにぎり山ですとかそこに通っている配管類を全て撤去するということでございます。建

物はございません。ですから、温泉の整備予定地は全部更地にして売却するということになり

ます。建物は今予定地にありません。少し見づらいかもしれませんが図面ございまして、現在

のポロト温泉の位置がこの辺で、こちらがポロト湖です。今、売却予定地がこことこの泉源の

部分なのです。今ポロトの休養林に行くのにこう道路とおっていることになりますが、こっち

に移設するということになりまして、この道路用地が確定しないとこの温泉の境界が確定しな

いということで、ここには今物件でいうとおにぎり山というか三角山、これだけで建物はござ

いません。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） 土地の関係についてはわかりました。先ほどお話しましたように、白

老町の町有地の活用の仕方がいろいろ変わってきているものですから、１番いい方法で、ただ、

３カ月前だったら賃借したのかと思って、３カ月たったから変わられたのか、期間があってよ

かったのかというふうに思いますけれども、わかりました。 

それともう１点、国有地が11月ということなのですが、ここまでは売買をしないということ

なのですか。それとも、その売買をするために11月までかかるということなのですか。その辺

のことをお聞かせ願いたいと思います。 

それと先ほど少し説明がありましたけれども、土地を買ってもらうということですぐ事業着

手してもらうということなのですが、一応契約は29年12月で、30年１月には事業着手をしても

らうという、これは要項の中に入っているのでしたか。私全部全てじっくり読んだわけではな

いので見落としたかもしれませんけれども、募集要項の中にもその着手について書かれていま

したでしょうか。それが２点目。 

それからもう一つ、あそこの建物は、町がもう購入しましたよね。ポロトの元温泉の建物は、

壊さないでおくということですか。ポロト温泉の事業とは関係ないですけれども、あそこの温

泉跡地、温泉だった建物はどのようになっていくのか、その点を伺いたいと思います。 
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それともう一つは、温泉源の価格のところありますよね。前は温泉の価格が172万3,000円で、

土地をつけての売却ということでしたけれども、今回振興公社から2,625万円で購入をしたとい

うことで、売却が2,625万円ということですが、物件として、これは温泉価格が172万3,000円で、

あとは土地代ということで考えていいのですか。その辺お聞かせください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず１点目のスケジュールの関係でございますけれども、ま

ず測量とかそういうもので、先ほど申し上げたように道路用地を確定させたり、そのことによ

って国の土地がどこにかかるかというのを確定した上で分筆して国と売買するという段取りに

なりますので、今のところはお示ししたスケジュールどおりに進むだろうというふうに考えて

おります。 

それから事業着手については、12月で売買契約が整えば事業着手できるということで、すぐ

に事業着手するとかそういうことではないので、それは事業者との協議の上で決めていきたい

と考えております。温泉権の関係では、前回示した額というのは、あくまでも固定資産の評価

額ということを基準にご提案したのですが、今回そういう売買実例がございますので、そちら

のほうを採用したということでございます。その価格については、温泉権についての価格でご

ざいますので、土地は入っていないということです。 

それから、ポロト温泉の解体につきましては、29年度に町のほうで解体する予定となってお

ります。解体は町のほうです。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） ポロト温泉の解体の件ですけれども、４月に入りましたら積算を

して、４月中あるいは連休明け早々に発注をして、早い時期に解体ということで進めたいと考

えています。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） わかりました。温泉、ここの説明ちょっと私よくわからないのですけ

れども、11月の募集要項の中で温泉源の価格、それから温泉源と温泉権とはまた違ってくると

いうことですか。すいません、理解できなくて申し訳ないのですが、私は温泉源の価格が172

万3,000円で、土地の価格は3,300円でしていきますということは、事業用地の処分は処分で別

で、温泉のあるところの土地もついての源泉の分と一緒になっての値段かと思ったのですけれ

ども、これはあくまでも温泉だけの分だということ、2,625万は温泉だけの分でこんなになった

と。そうしたら、11月の時点でそれを示さなかったというのはなぜなのですか。売れてなかっ

たからなのか。もしこれを見て買う人が、11月にはどこにも示されていませんけれども、私た

ちが見てもどうしてこんな数字になっていって、こんな数字が出てくるのというふうにちょっ

と思って見たのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 11月にお示しした案は、全て固定資産の評価額でお示しした

ということですので、3,300円、172万3,000円ということに設定はしておりました。それで、172

万3,000円のときに温泉源の価格と書いていますけれども、これはいわゆる温泉権のことでござ
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います。 

○委員長（小西秀延君） 答弁は以上でよろしいですか。 

高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 少し繰り返しになるかもしれませんが、前回お示ししたのは

固定資産税の評価額からご提示したということで、今回は不動産鑑定と売買実例で価格を出し

たということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） 温泉権であるというふうに言われたので、なお理解できなくなったの

で、温泉源だから元だけの値段かと思って解釈して、全部全てその温泉をつくるためのものと

しての権利として2,625万円かと思って、そういうふうに理解しようと思ったら、あくまでも温

泉権全部ですと言うから、11月のは応募される事業者の皆さんのほうはわかりませんからいい

のですけれども、こういう数値の示し方されて評価額ですというと、では前の評価額というの

は何もなかったのと、評価額なしでこれ募集しようとしたのかと、その辺がすっといかなかっ

たのです。あくまでも今回評価額を入れると2,600万円になりますと、10倍ですよね。だから何

でこんな差が出てくるのかと不思議な感じがしたのですけれども、この辺の理解が私の頭の中

ではまだできないので、ほかの人はできましたか。わかりますか。私が意味わかっていないの

か。振興公社の買った値段なのだけど、ではその前に町が示した値段というのは何だったのか

と思うのです。172万3,000円というのは、では何だったのというふうにその辺が理解できない

のです。これがもとの価格なのですというのはわかるのです。これが評価額で買い戻した価格

だからこれなのですと言うのですけれども、つい３カ月前に172万3,000円と、これ温泉の権利

ですと言われたときに、何で10倍も変わるのと、評価額とはそんなに変わるものなのというの

が少し今、えー、そうなのというのがあるのですけれども、それで間違いないということであ

れば別によろしいです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 私も専門家ではないですけれども、温泉の権利というのは、

算定基準というのが明確ではないのです。売買実例から今回は持ってきたと、振興公社の売買

価格から持ってきたということですが、前回のは、固定資産税の評価額というのは土地１平米

当たり幾らとかとありますけれども、泉源については１平米の泉源の評価額というのがあるの

です。その評価額を使ったということです。わからないですか。今回、売買実例が出たので、

温泉の権利価格としてご提示するということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑はございませんか。 

１番、山田和子委員。 

○５番（山田和子君） １番、山田です。温泉施設の土地の売買に関連質問なのですけれども、

冬のポロト湖の活用として先週末もＢＢＱｏｎＩＣＥとかありまして、大変集客力のあるイベ

ントとなっているのですけれども、ここの土地を売買することによってそういったイベント関

係の駐車場の確保ですとかワカサギ釣りの駐車場の確保ですとか、子供たちのスケート学習の

今後のあり方についてとか、検討されているかどうかだけでも結構ですので答弁お願いいたし
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ます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） まず周辺の活用ですけれども、第一義的にはその事業者と協

議して活用の方向性を探ろうと。次に、今、代替案として持っているのはインフォメーション

センター、あの辺から湖へのアプローチができると思いますので、その辺の考えを持っており

ますが、いずれにしても活用できる方向で協議を進めたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、山田和子委員。 

○１番（山田和子君） スケート学習とかですとやはり子供たちの休む場所とかが必要となっ

てくると思うのですけれども、今のインフォメーションセンターではかなり小さいと思うので

す。その辺の今後について検討されているのかどうかだけで結構ですので、答弁お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） きょう、教育長いないものですから、私のほうから。今、高橋課長

のほうからありましたように、基本的にはポロト湖の氷上の活用は今後についても考えていき

たいということで押さえてございます。特にスケート学習については、各学校のスケートリン

クがなくなってきているので、何とか利用は続けていきたい。そのときにインフォメーション

センターそのものだけで子供たちの待機場にするというのはできませんので、湖畔のところに

少し用地があってプレハブだとかでそれは確保して、トイレはインフォメーションセンターの

ほうにあるのでそこを利用して、そういう方法ができないかどうか、それは検討をしていかな

ければならないだろうということで教育長とは考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、山田和子委員。 

○１番（山田和子君） 東南アジア系のインバウンドのお客様にとっても、冬のポロト湖とい

うのは大変魅力的な自然環境だと思うのです。そういう観点からも温泉施設の事業者の方が、

冬のポロト湖を活用するというところで、そういった休憩所のような部屋を設けていただくこ

とも考えられなくはないというふうに、私自身は思っているのですけれども、今後事業者との

協議はそういったことも含めてやっていただいてはいかがかと思うのですけれども、いかがで

しょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋地域振興課長。 

○地域振興課長（高橋裕明君） 今いろいろと情報収集している間では、事業者の方も湖の活

用ということを言われる方も中にはいらっしゃいますし、最初に申し上げたとおり第一の活用

は事業者と連携とか協議をして活用できるようにしていきたいので、そういう協議の場は持っ

ていきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） １番、山田和子委員。 

○１番（山田和子君） これは意見というか、要望というか、冬のポロト湖の活用は非常にう

ちのまちにとっても大事だと思うので、こうすればよかった、この部分の土地をもっとこうし

ておけばよかったという、あとあと後悔のないように十分庁舎内で練っていただいて活用する

方向で話を進めていっていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ご意見でよろしいですか。ほかに、質疑をお持ちの方。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

それでは次に、３番目、象徴空間市街地活性化調査検討事業について、担当課からの説明を

求めます。 

竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） それでは、民族共生象徴空間市街地活性化調査検討業務について、

ご説明いたします。資料につきましては、資料３となります。この業務につきましては、最終

的な調査、検討の結果の報告書の完成につきましては３月となります。 

報告書の概要版の資料に沿って説明をさせていただきます。１、町内回遊ネットワーク及び

市街地整備の課題と方向性・整備方針について、（１）課題及び方向性についてであります。１

ページ目をごらんください。大きく五つの課題及び方向性を記載させていただいております。

１）象徴空間の効果を町内へ波及する回遊ネットワークの構築については、ＪＲ白老駅から象

徴空間エリアまでの歩行者動線の確保、全町的な観光施設へ導くための回遊ネットワークの構

築、ポロト湖周辺の活用、白老の歴史・文化をめぐるネットワーク形成などを、課題と方向性

としております。２）駅北側の土地利用の整備方針については、象徴空間整備エリアと白老駅

北広場と、大町・東町商店街とを結ぶ新たな土地の活用策の検討を課題としております。３）

来訪者に対応した宿泊機能の強化につきましては、ポロト温泉の宿泊施設整備を課題、方向性

としております。４）象徴空間整備と連携した中心市街地の活性化につきましては、大町・東

町商店街を活性化させることを課題というふうに捉えております。５）象徴空間来訪者のアク

セスを支える道路・公共交通の確保についてであります。周辺道路の整備、駐車場の整備、Ｊ

Ｒ白老駅周辺の整備などを課題としております。これらの課題及び方向性の各項目につきまし

ては、４ページの（４）象徴空間周辺市街地整備課題図の図面に記載をさせていただいており

ます。４ページにそれぞれの課題を図面上に記載したものとなっております。 

次に、（２）市街地整備の基本方針についてであります。２ページ目をごらんください。１ペ

ージ目の課題及び方向性をもとにして、それぞれの基本方針を記載しています。これらの整備

の基本方針につきましても各項目につきましては、５ページ目の（５）象徴空間周辺市街地整

備基本方針図の図面にそれぞれ整備方針等を載せているということになります。 

次に、（３）町内回遊ネットワークの方針についてであります。３ページ目のＡ３の図面を見

てください。町内回遊ネットワークの方針として、高速道路の各インター、鉄道の駅、主な歴

史・文化資源、観光資源等を方針図として表しております。検討方針としましては下のほうに

５点ほど書いておりますけれども、①広域観光交通ネットワークシステムの構築、②広域観光

と連携した観光情報の発信、③白老市街地への案内サイン等の設置、④町内回遊バス、観光タ

クシー等の導入、⑤エリア内ネットワークの形成となっております。以上、５項目の検討すべ

き方針とその項目を記載させていただいた図ということになります。 

次に４ページ目の（４）象徴空間周辺市街地整備課題図と、５ページ目の（５）象徴空間周

辺市街地整備基本方針図につきましては、先ほどご説明させていただきましたので省略したい

と思います。 
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次に６ページ目です。（６）駅北観光商業施設ゾーン、整備イメージ図になります。このイメ

ージ図につきましては、２ページの市街地整備の基本方針に記載された、２）駅北側の土地利

用の整備方針についての整備イメージを図にしたものでございます。詳細につきましては、後

ほどご説明したいと思います。 

次に、２、民族共生象徴空間周辺整備等の実施スケジュールについてであります。７ページ

目をごらんください。２ページの市街地整備の基本方針に基づく各取り組み項目をスケジュー

ル化したものでございます。このスケジュール表についても、後ほどご説明したいと思います。 

次に参考資料として、民族共生象徴空間周辺整備にかかる事業費見込についてであります。

８ページ、９ページとなっております。この資料につきましては、去年の10月17日の調査特別

委員会で提示させていただいた資料であります。2020年までに取り組む20項目の事業となって

おります。今回事業費等を整理した中での資料ということになります。それでは、６ページ目

の（６）駅北観光商業施設ゾーン、整備イメージ図と、７ページのスケジュールの補足説明に

ついて、田渕主幹のほうからご説明いたします。 

○委員長（小西秀延君） 田渕建設課主幹。 

○建設課主幹（田渕正一君） ６ページの（６）駅北観光商業施設ゾーン、整備イメージ図で

すが、象徴空間に近接し来場者の集客が期待できる場所として、商業機能やインフォメーショ

ンの機能を持った拠点となるよう集客施設としてイメージしております。イメージ図につきま

しては、駐車場とマルシェ、店舗のことです。あと広場、出店スペース、象徴空間の駐車場と

書いてある下です。ここを出店スペースと、その右側、苫小牧側になりますけれども広場、仮

称でワッカの広場とつけていますけれども、ワッカとは水のことです。こちらについてはあく

までもイメージ図でありますので、このとおり整備するというものではございません。現在、

商工会において事業者の視点で整備手法、運営方法などについて検討し、町に事業提案してい

ただくこととなっております。駅の北側のＳＬが今あるところのあたりが店舗、駐車場という

形で、駐車場の横にオレンジ色で示しているのが、農産物の直売所というようなイメージ図で

撮影しております。続きまして７ページ、左側のほう、２、民族共生象徴空間周辺整備等の実

施スケジュールということで、１番左の欄の対処課題ということで１から５まで、先ほどの課

題だとか方針、方策という部分、１、象徴空間の回遊ネットワークの構築、２、駅北側の土地

利用と整備方針、３、来訪者に対応した宿泊機能の強化、４、象徴空間整備と連携した中心商

業地の活性化、５、象徴空間来訪者のアクセスを支える道路・公共交通の確保ということで、

その隣の欄に取り組み事項、あと右側は個別事業等です。その横にスケジュールの表を載せて

おります。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がありましたが、この件について、質疑がありました

らどうぞ。 

13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 中身はこれからいろいろ議論あると思いますけれども、今見た中で、

今説明のあった駅北観光商業施設ゾーン、この中の駐車場91台、そして現駐車場を活用の駐車

場、象徴空間の中にも駐車場ありますよね。すごい駐車場あるのだけれども、全部で幾らの収
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容車両台数になるのですか。みんなばらばらにいってしまうのだけれども、その辺の動線とい

うのか、それぞれの施設の人がたが、それぞれの駐車場があればいいということになってしま

うのか。その辺のどこかにお客さんの駐車場を固めて動線でどうするかとか、滞留時間を長く

するとか、そういう部分を考えた上でこういう駐車場がそれぞれになっていくのか。全部で何

台収容されるのですか。まずそれと、あと中身はまた追々にしますけれども。参考資料の事業

費見込について、これ前回も説明あったのですけれども、そのときもはっきり答弁いただいて

いないものですから、きょう象徴空間の特別委員会ですから確認だけさせてほしいのですけれ

ども、土地の売却額も一応６億3,000万円と決まりました。実際にこの土地の６億3,000万円の

収入があるのですけれども、当然かかる経費もここに入っていますけれども、計で歳入６億

3,000万円ですけれども、実質的に歳出額が幾らになって、この歳入の土地代の中で、今ここで

出てくるもので、それ以降の大きな事業の事業費は入っていませんからそれは別途としても、

今のこの出した合計の数字の中で、土地代を出しているのですけれども、足せばわかるのだけ

れども、歳出、かかる事業費は幾らになって、持ち出しはあるのか。この土地代の中で、今回

提示されている20の事業の出ている数字は、この中で賄えるのかどうか。町単費が別に持ち出

しあるのか、当然起債の負担もありますけれども、まずそこを伺います。これは前も聞いてい

るけれども、明確にならないのです。ですから、この数字をもって歳入は幾らあるけれどもか

かる事業費は幾ら、差し引きしたら残り幾らが一般財源の持ち出しになるのだとか、それを明

確に説明してもらえませんか。 

○委員長（小西秀延君） 田渕建設課主幹。 

○建設課主幹（田渕正一君） 駐車場の関係ですけれども、今ＳＬがあるところの横に店舗を

配置しておりますけれども、ここの駐車場が三角、台形状といいますか、この駐車場が91台分

ということです。右側のほうに大きく駐車場と書いているところなのですけれども、こちらの

ほうは象徴空間の博物館だとか公園の利用者のための駐車場ということで、こちらのほうは国

のほうで整備するということです。その道路向かいに茶色く塗りつぶしているところが、出店

スペースということで考えております。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 駐車場の全体の台数ですけれども、今回図面の駅北の観光商

業施設の部分は表示のとおり、この図面でいきますと91台です。それと中核区域の中で国が整

備する乗用車タイプの駐車台数は270台を予定されておりますので、乗用車タイプの駐車台数と

しましては361台ということになります。それとは別に新しく観光バスの待機場ですとかそうい

ったものも別途計画が予定されております。駐車場全体の考え方なのですけれども、国の中核

区域にもできる、駅北の観光商業施設にもできると、これは当然それぞれの施設で必要だとい

うことで位置づけさせていただいております。当然駅北の観光商業施設だけを目的に来るお客

さんというのも考えられますので、そのための駐車場も必要ではないかということで、今回図

のほうに入れさせていただいております。現駐車場につきましては76台の収容台数ということ

になってございます。合計で437台という形になります。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画課長。 
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○企画課長（高尾利弘君） 事業見込みのほうの合計額なのですけれども、今のところお示し

のとおり29年度については、予算前ですので予定額ですけれども、歳出額のほうについては４

億700万円ということと、起債については5,950万円程度、一般財源については３億4,700万円程

度ということで予定しております。30年度以降のほうと合わせた部分につきましては、合計し

ますと今のところ記載されている数字上で言いますと、歳出は６億9,945万3,000円ということ

になりまして、起債のほうが１億6,850万円、一般財源のほうが４億8,953万円となっておりま

すが、ごらんのように30年度以降のところで数字の欄に調整中という数字がございまして、今

の段階では国だとか、ＪＲについてはＪＲとの協議、北海道も含めましての協議の中で若干そ

の負担の部分の割合というか、そういうものが大きく変わってくるということもございますの

で、今のところはっきりとしたこれぐらいですという見込みは、数字が大きく変わる可能性も

ありますのでお出ししていないというところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 私が今聞いた駅北のほう437台、これに今度末広２丁目のところに観

光バスの待機場ありますよね。非常に分散しているのだけれども、もう少し集約してお客さん

が駅北観光商業施設ゾーンに集約できるとかそういう部分は必要かと思うのです。それと観光

バスの待機場は、今言われた駐車場をある程度整備して利用状況によってつくるのか、もう先

行してしまうのか。どれだけ台数来るかわかりませんけれども、逆にここで駅北観光商業施設

ゾーンの91台のところで当面観光バスの待機場にするとか、既存の中で利用して少しでもお客

さんがお買い物できるような部分にするのだとか、そういうような議論というのはされていな

いのか。そういうことは前にも言っていますけれども、そんなもの必要ないのだとなっている

のか。これはやはりもう少しお客さんがどこの観光施設見ても、なるべくお客さんを集約でき

る動線の中で、集約させるという一つのゾーンが必要だと思うのですけれども、その辺の考え

方。 

それと私聞いているのは事業見込なのだけれども、駅とか大きな事業で固まっていない部分

は、多分これは出てくると思うし相当な財源になるのだけれども、今はこの数字で言っている

のです。いいですか。これは29年、30年、それ以降の部分もあるのか、やると歳出６億9,945

万3,000円と言いましたよね。だけど土地の歳入は、６億3,000万円なのです。引くと6,945万

3,000円がオーバーになる。それともう一つは、土地代が６億3,000万円あるのだけれども、一

般財源が４億8,095万3,000円になると、約１億5,000万円あまるのです。だから、この６億9,945

万3,000円に対して土地代の６億3,000万円を全て充当しても一般財源の持ち出しが出るのだ

と、そういう言い方を聞いているのです。その辺きちんと明確にしといてください。何となく

わーっといけば、６億3,000万円で今のここに上がっている全部の仕事が終わるような感じがし

てしまうのです。起債も入っていますけれども、その辺がどういうような財源区分なのですか

と聞いているのです。当然ここに上げてくるということは財政当局と議論して、町の持ち出し

どのくらいなのかと、その財源手当てをどうするのかという議論されているはずなのです。そ

こを聞きたいのです。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 
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○副町長（岩城達己君） １点目の駐車場の関係です。現在ご承知のとおり、現状の駐車場が

ございます。今国との協議の中でそこは町の財産ですから、今後どういうふうな使い方ができ

るか、職員の駐車場にしたり臨時的なこと、いろいろな観点から協議をさせていただいていま

す。ご質問にあった先に先行してつくるのかと、バス待機場を１億数千万円お金をかけて入れ

るのかという部分は、これは慎重に答えを出さなければならないと思っています。今ある駐車

場が、100万人と言われていますけれども、当然一時にそれだけあふれるというのは考えにくい

です。そうしたときの実態数量も押さえたい、そういうことを踏まえながら現状を見つつ整備

方針は考えたいというふうに考えてございますので、現段階では先行するという部分ではなく

て、やはり現状の数値をきちんと推計した上で考えたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 高尾企画課長。 

○企画課長（高尾利弘君） 財源の関係ですけれども、繰り返しの部分もありますけれども、

歳出額は今の時点で６億9,900万円というように、おっしゃるとおり歳入の６億3,000万円を上

回ってございますけれども、それにつきましては、一般財源については４億8,000万円というこ

とで、下回るということで考えております。それで今後においても有利な起債ですとか計画を

つくりながらということになるのですけれども、国の補助金だとかを獲得したりということで

その財源の確保を考えていきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之議員。 

○１３番（前田博之君） 前も聞いているし、前回も聞いているのだけれども、そこが明確に

なってこないのです。これやはりきちんと整理しとかないとだめなのです、漠としては。そう

すると、今起債、補助金と言ったのだけれども、６億9,945万3,000円の内訳は、一般財源４億

8,000万円です、端数別で。起債が１億6,800万円、補助金が5,000万円なのです。そうすると一

般財源の４億8,000万円は、この土地代を充当するのかということです。この土地代から約３億

引くから、この前段見たら残り約２億5,000万円しかないのです。６億3,000万円から経費引く

から幾ら残るのか、３億8,000万円ですね。３億8,000万円しか残らないから、ここの出たきょ

うの資料だけ見ても、一般財源が４億8,000万円になっているから、土地代の残りは３億8,000

万円だから、この計画だけでも一般財源は１億円はオンになると言い方でいいのですねという

こと。これをつくるのにことば申し訳ないけれども議論をされて載っているのでしょう。当然

どれだけ一般財源に影響あるかということを整理されて、こういう事業を出していると思うの

です。わかりますよね。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政課長。 

○財政課長（大黒克己君） ただいまのご質問でございますが、ここに記載の歳入が土地代が

６億3,000万円。歳出が全て起債部分も含めて一般財源と仮定すれば６億9,900万円になります

ということで、ここにつきましては6,900万円オーバーいたしますというのは、先ほど高尾企画

課長がご説明したとおりでございます。それで、今前田委員がおっしゃった６億3,000万円から

土地代の今回買い戻した部分、２億4,900万円を引くと３億8,000万円残りますというのはおっ

しゃるとおりです。一般財源、これを足しますと４億8,000万円になるというお話も、これもそ

のとおりなのですけれども、この４億8,000万円の中に土地代も含まさっているのです。ですか
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ら、29年度の一財のところの合計額が３億4,765万3,000円となっておりますが、ここから買い

戻しの土地代を差っ引くと9,830万円と、これが実質今後の解体ですとか工事にかかる一般財源

と。これと30年度以降の１億3,330万円を合わせますと２億3,160万円ということになります。

ですから、実質の土地代を除いた３億8,000万円に対して、この土地代を除いた解体等の今回の

工事にかかる一般財源は２億3,160万円ということなので、一般財源だけを比較すれば１億

5,000万円ぐらいのまだ留保というか、そういった部分があるということで説明をさせていただ

きたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 13番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） そうしたら、６億3,000万円からかかる経費を引いて、残り出てきま

すよね。それから今回のここでやっている一般財源の４億8,095万3,000円から土地代を引いた

残りがあまるということですか。今の１億3,000万円がまだ使えるということですね。もう１回

総額で言ってください。 

○委員長（小西秀延君） 大黒財政課長。 

○財政課長（大黒克己君） まず土地代です。６億3,000万円から今回の公社の買い戻し分を差

し引きますと、３億8,064万7,000円です。それから、今回のここの一般財源部分の29年度の３

億4,765万3,000円と、30年度以降の１億3,330万円を足しますと、４億8,095万3,000円となりま

すが、ここも土地代の買い戻し分も入っているので、これを差し引きますと２億3,160万円にな

りますので、先ほどの３億8,064万7,000円から２億3,160万円を差し引きますと、１億4,904万

7,000円、１億4,900万円、約１億5,000万円が留保となっているということでございます。 

○委員長（小西秀延君） よろしいですか。ほかに、質疑をお持ちの方。 

12番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12番です。象徴空間と関連ないというわけではないですが、町立病

院とさくら幼稚園ありますよね。この前の道路、町道、これは今回の整備計画には入っていな

いのですが、道路の入り口がずっと舗装にならないでいるのですよね。私は象徴空間ができた

ら、この道路が結構重要な道路になると思うのです。少なくてもよそから来た方々だって、そ

れから我々も北吉原から来ると町立病院へ行くのにこの道路結構使うのですよね。今言ってい

る場所わかりますか。国道から町立病院、さくら幼稚園の前の道路のことを言っているのです。

国道に抜ける道路、この道路が私は結構重要な道路だと思うのだけれども、そしてまたその手

前30メートルぐらいずっと舗装していないのですよね。あそこの道路の整備をどのように考え

ているかということが一つと、私は、世界に羽ばたく象徴空間と言っているのだから、やはり

将来のまちづくりのためには、大浦木材をどうするかということが、移転を含めてここのとこ

ろを真剣に町は考えるべきではないかと思うのです。急な話であれなのだけれども、あの木工

場から給食センターにかけたあの一帯を、新たな整備をするのが私は大事なことだと思うし、

もう一つ加えれば倶多楽湖、前にも私言っているのですが、あの自然の素晴らしい倶多楽湖も

象徴空間整備に含めて白老から通ずる道路１本ぐらいつくるような、少し大きな話になるので

すが、それぐらいのことも考えてこの象徴空間に結びつけたらどうかと思うのです。その辺の

考え方というのは、どう考えているのかお聞きしておきたいのです。 
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○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 道路の部分だけお答えさせてもらいたいと思います。国道から町

立病院のほうに入ってくる道路なのですけれども、未整備区間が30メートルほどあるという件

なのですけれども、今現在ここの部分の整備計画とかそういうものはあるかというと、まだな

いような状況です。今後ここが必要となるということも考えられますので、それはそういう状

況を判断しながら検討しなければならないと考えます。今ここの部分が町道かどうかというこ

とも確認できていませんので、そういうことを含めて今後の課題という中でやっていきたいと

思っています。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 私から２点、まず駅北の大浦さんの土地です。松田委員おっしゃって

いたとおりここは駅の北の大きな広い土地で面積がありますので、この辺は象徴空間に向けて

一つ大きな課題というふうには捉えております。民有地でありますから、ここは大浦木材さん

のものなので、大浦木材さんときちんとお話をして、相手の意向も確認をしながら、そして、

例えばそこをまちとして開発をしたいとなると移転補償等々も起きますので、この辺の財源の

確保等もありますので、これは小さな土地ではないので、大きな本当にお金がかかることであ

りますから、まったく動いていないわけではなくて大浦さんのほうにもアプローチはさせてい

ただいていて、まちに対する協力の姿勢もありますので、もう少し具体的な話ができるように

なれば議会にもお示しをして、相談をさせていただきたいと思います。 

倶多楽湖のほうも、象徴空間というのはポロト湖周辺だけではないので、それこそいつも言

っている社台から虎杖浜まで一帯を考えて、象徴空間と関連した大きな意味での白老町観光施

設という位置づけでございます。ただ、道路をつけるとなるとまたそれはそれで大きな話にな

りますので、今は登別からしか車は入れないということでありますので、そちらのほうもいか

に周遊性を高めるかというのは今後の課題として捉えております。 

○委員長（小西秀延君） 12番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 先ほどの町立病院の横の国道の入り口、この道路はもう20年も前に

道路の整備は要望しているのですよね。私が20年くらい前に言っています。それでもそのまま

だったのだけれども、白老の駅前道路は拡幅して、道道に昇格したはずですよね。本来はこち

らのほうがもっと大事なのですよね。今となってはこちらの道路のほうがもっと大事です。な

ぜあの道路30メートルぐらい舗装しないのか不思議でならないのだけれども、言うなれば日の

出地区のあたりは前の旧国道に出る方もいるけれども、日の出地区の町有住宅だってほとんど

こちら側使っているのですよね、反対側。ですから、早急な整備を私はすべきだと思います。

それから、大浦木材については、今まちづくりの話がありますが、それこそ25年前、30年前に

まちづくりで、大浦木材移転というのが山手町長時代だと思うのですけれども、今の工業団地

の太陽光発電のあった阿部牛肉加工の前に、あそこに移転が真剣に考えられたことがあるので

す。移転の１歩前までいったのだけれども、最後に頓挫したような形になっているのですが、

寂しい言葉で言うと町人口が１万人を切る話しがあるけれども、本来まちをつくるというのは、

象徴空間も来るのだから、私はやはり将来２万人のまちづくりを目指すべきだと思うのです。
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そういうことからいっても、私は大浦木材に移転してもらって、あそこのコミセンまで含めた

用地を一体として考えていく白老の新たなまちづくり構想というのが、まちづくり会社と違う

のですよ、そういう構想というのは、私は真剣に持つべきだと思うのですが、後々そういうこ

とが私は白老の発展に大きくつながると思うのですが、考え方だけは先ほど聞きましたけれど

も、真剣にかかるべきだと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 道路の関係なのですけれども、20年前に話があったということと、

そこの部分がずっと舗装されていなかった部分というのは、今どういった理由の中でなのかと

いうことを押さえていなくて申し訳ないです。ここの部分については理由等も含めた中でいろ

いろ検討をしながら、今後どうしたらいいかということは検討していきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 岩城副町長。 

○副町長（岩城達己君） 今の道路の部分、私は行政にずっとかかわってきた中でいろいろ議

会でも議論があったことは承知しています。当時はここには寿幸園がある、それから病院があ

る、さくら幼稚園もあるということで、子供たちから高齢者に配慮したゾーニングという福祉

ゾーンという位置づけにあったと記憶しています。そういう部分で、ここを完璧な道路にして

出入りするという部分で、頻繁にポロトに向かう大型観光バスが相当量ふえるということも確

か議論にあったかと思います。ただ松田委員おっしゃるとおり、今後の交通量を見据えたとき

には、せめて道路の舗装の必要性はあるのではないかという部分がありますので、建設課とも

再度この辺は協議させていただきたいと思います。 

あと二つ目の駅北の全体構想、お話あるとおり昭和の後半か平成の初めでしたが、区画整理

事業で移転するという動きで協議はしてきたのですが、現実には実現はしなかったという部分

があります。ですので、まちとしても駅北の整備というのは非常に重要な位置づけ、構想であ

るというのは捉えてございまして、今回も、きょうはまだ整備課題図というお示ししかできて

いませんが、将来どうしていくのだという部分は、方向性は整理しなければならないというふ

うに捉えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方。 

８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。あまり大きい話ではないのですけれども、何点かお

尋ねします。一つは道との関係、踏切含めた道との関係の協議がどこまで進んでいるか。まず

これが１点。 

それから二つ目に、国の施設の中で、多分国の施設でもミュージアムとかの中でも、物販や

軽食や喫茶等々はできるのではないかと思うのだけれども、そこの計画がどういうふうになっ

ているか。これは、そのあとのことについて非常に大きなことになると思うのです。それで、

そこら辺の状況が一つどうなっているかという、わかる範囲でもちろん結構です。それから、

これは単なるイメージ図だという説明だったのですけれども、この観光商業施設ゾーン、見る

と駐車場以外に建物が二つとそれ以外に出店スペースとなっているのですよね。ここはどこが

こういう考え方をしたのか。町なのか、それとも商工会にお願いをして一定限度の意見を聞く
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という話は、前回の私の質問の中にもありました。そこら辺がどういうところからこういうも

のが出てきたのか。イメージ図はいいのだけれども、図面の中にかなり細かく書いているのだ

けれども、何もなくて書いたならそれはそれで結構ですけれども、この建物とは一体どういう

ことですか。出店スペースとは別になっているのですよね。別になっている理由とは一体何な

のか。どういう開発の考え方をするのかと。またまたこういうものが出てきてしまったのだけ

れども、そこら辺はどのような中身なのですか。そこをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 菊池アイヌ施策推進室主査。 

○地域振興課アイヌ施策推進室主査（菊池拓二君） まず１点目の国が整備する中核区域内に

おける飲食、物販等々につきましては、まさに今国のほうの会議の中で議論されているところ

でございます。今週木曜日にも国のほうで会議がありまして、それも公園のほうは議題に載っ

ておりますので、その辺の必要性というのは会議の中でも出ておりますので、整備するか、し

ないか、これにつきましては年度内に方向性が出るというふうに伺っております。今現在明確

にわかっている部分につきましては、国立博物館内には１階に100席程度のカフェはできるとい

うことでございます。ただ、国立博物館の中でのカフェにつきましては、電子レンジで温める

とかそのぐらいの調理しか可能でございませんので、本当ちょっとしたコーヒーとか飲むよう

なところは整備されるというふうに、現在国のほうからは示されているところでございます。

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 北海道との関係についてご説明いたします。北海道に対しまして

は、町道の公園通りとかポロト線、中央通りの整備をお願いしています。交差点の拡幅の改良

だとか、暫定となっているインターから降りてきて最初の交差点から川沿のところの部分の道

路整備、それから案内標識だとか車歩道のオーバーレイをしてくださいとか、そういったよう

なたくさんの要望を出しています。その中で、その要望のこことここはやりますというところ

は、まだなっておりませんので、ここの部分につきましては、いついつ言えるかというのは今

の時点ではわかりませんけれども、最終的にやるところまではまだ決定していないという状況

です。ただ、北海道は道道として整備をしていくということの中で、引き継ぎがいろいろある

のです。例えば占用物件をどうするだとか、そういったような部分の事務的な処理というのは

並行して進めさせていただいておりますので、今後はどこどこをやるという回答といったもの

をもらえるような形になるのかと思っています。ただ事務処理だけは進めているという、今は

そういったような状況です。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 私のほうから３点目の駅北の部分についてお答えさせていた

だきます。まずこのイメージ図につきましては、町で内容を考えてコンサルタントが図面を作

成しております。その中で考え方としましては、まず物販、飲食ですとかのそういった商業機

能を一つ入れてございます。出店スペースにつきましては、町内のアイヌの工芸品ですとか、

または全道、全国のアイヌの作家さんたちの工芸品ですとか、そちらの部分はまだ意向も出店

したいということも確認はしていないのですけれども、そういったことも考えられるといった
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ところで、出店スペースということで位置づけさせていただいております。ただ冒頭のご説明

にあったとおり、こちらはあくまでもイメージ図でございます。この図面につきましては、商

工会のほうでこれからまさに事業者の視点でここの部分の検討いただけるようになってござい

ますので、そちらの参考として提示させていただきたいと。ただ、このとおりつくるために検

討していただきたいという提示の仕方ではなくて、あくまでイメージ図ですといったような位

置づけで考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。１点目、ということは、道道になるというふうに考

えていいのですか。どこを整備するというのはいいのだけれども、すぐではなくても道道にな

ってしまえば、要望しておけばことしできなくても来年できるということはあるでしょう。い

や、こらちがうんと要望しても。私はやはり道道にしていただくことが、１番町の財政的には

いいのではないかという単純な考え方から聞いているのです。だからそこがきちんとなれば、

道だってまさか何もしないわけではないから、我々は財政的な部分から見たら非常にプラスに

なるのではないかと思って、そういう視点で聞いているのです。そういう意味なのです。整備

状況が例えば１年遅れようが半年早くなろうが個々の問題については、私はそんな細かいこと

ではなくて、そこの部分をお聞かせ願いたいと思います。 

それから施設内に100席のもちろんカフェみたいなものができるというふうになれば、もちろ

んそれがどれだけ影響あるか何てわからないわけだから結構なのだけれども、それぐらいのも

のを考えるというふうになればまた違ったような考え方が必要なのかと。なぜかというと、先

ほどの温泉施設の中でもレストランや物販は各自の業者で考えてもらうとなっているわけで

す。当然そういう業者さんは泊まった人たちを外に出さないというための囲い込み、レストラ

ンと物販ではこれはもう確実にやりますよ。どこでもそうです。そういうことを考えたときに、

今森経済振興課長が説明されたようなもの、どういうコンサルがどうやっているのかはわから

ないのだけれども、ここで例えば出店スペースという部分は出店する人たちがどんなもの建て

るのかわからないのだけれども、ここの入れ物何か含めてどうするのかと。こういうものをつ

くるとしたら建てる主体をどこにするのかということが、やはり１番の問題なのです。考え方

としては、先ほどのまちづくり会社と同じようなことになるのですよね。どこのコンサルかよ

くわからないのだけれども、どんな視点でここは、コンサルに何をどういうふうにお願いして

いるのですか。開発計画、例えば駐車場はここにあったほうがいいとか、そんなことを図面書

いてもらっているのか。コンサルに何を町としてここの要望をしているのかというあたり、コ

ンサルティングの内容、そこら辺をつまびらかにしていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 道道になるという部分です。まず象徴空間に向けた整備をするた

めに、北海道がやらないとだめだという手法の一つが道道にするということなのですけれども、

北海道のほうの言い方としては昇格という言葉を使っています。それは整備する期間が道道に

なるということです。ですから全ての整備がいつ終わるかというのはまた別問題にしても、整

備が終わった段階でまた町道に戻るということになるかもしれないのです。それはなぜかとい
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うと、今、道道は真っ直ぐインターから降りてきたところが１本と石山のほうにいっています

よね。そういった二つの道道がありますので、そういったことも含めた中で道道の整備という

のは出てくることになりますので、まずは象徴空間に向けた整備は北海道のほうでやってもら

いますよと。そして、終わった段階でまたそこの部分の取り扱いといったものは議論されると

いうふうに今捉えています。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 駅北の部分でございます。まずどういう指示をして絵を書い

たかという部分なのですけれども、こちらを観光商業施設ゾーンと位置づけいたしました。そ

の関係でいわゆるここを町の核となる集客施設となるように物販、飲食などの商業機能、それ

と、そのほかに先ほどお話ししましたようなアイヌの工芸品などの方たちが出店できるような、

そこはどうなるかまだこれからの議論になりますのでわかりませんので、スペースだけ位置づ

けさせていただいたものを今回絵にあらわさせていただいております。商業施設の部分も含め

まして、整備手法ですとかそれこそその先の運営方法、そこの部分まで踏み込んで商工会さん

のほうに検討をいただくことをお願いしています。ですから今現在では、例えば公設民営にな

るのかですとか、民設民営でできるのかですとか、そういったところは商工会さんのほうで整

備手法、運営方法含めて検討していただくようにお願いしている状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、大渕紀夫委員。 

○８番（大渕紀夫君） ８番、大渕です。道道のほうは、何かわかったようなわからないよう

な、ただ、整備されればいいわけですから、それは、例えば踏み切り何かもみんなそういうこ

とで、踏切の部分もこれ３カ所の中に入っていますよね。ですから、そういう形でということ

は、期間に合わせて道は必要な整備をし、後の維持管理はまた町に戻る可能性もゼロではない

よと、こういう認識でいいのですか。必要なものは道で一定限度整備すると、町と一致するか

どうかは別にして。終わった段階で道道になるか、町道になるかわからないよと、こういうこ

となのかどうか。そうしたらそのあとにまた整備するときは、町道になれば町がやらなければ

だめだということになってしまうのかどうかというあたりをお聞かせ願いたいと思います。 

それと今の件なのだけれども、どうもわかったようなわからないような話なのだけれども、

物販の部分で全道的に例えばアイヌの方々がここで物販をやるということは、私はとても大切

なことだし、それは当然受け入れるべきだし、どうすべきかということに対して、町は力を尽

くすべきだというふうに私もそこは考えます。ですからそういう部分についてはいいのです。

ただ、入れ物、もちろん核となるものが必要なのだけれども、私が言っているのは決してだめ

だとか、否定的な意見で言っているのではないのです。ただ、今のホテルさんのやり方や今の

経済状況の中で、フラノマルシェ何か見てもマルシェ自体の１人当たりの単価というのは極め

て低いでしょう。知っていると思うけれども、1,000円いかないのです。ということは、どうい

う意味かというと、カフェで間に合わせる人もたくさんいるのです。現実問題として見たとき

に単価がそういう単価、お土産含めてそういう単価なのです。そうしたら、ここに農産物の販

売所も出て、何か本当に一般的な絵だとしか、白老でこんなのいりますか。だから、私はそう

いうのがコンサルの仕事ではないのかと思うのです。そうではなくてもっと白老に合った形の
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中で、本当に商工会の人がこうやっていったらいいのでないかというのは、何もなかったから

出てこないといったらそうかもしれないけれども、そこら辺がやはり仕事ではないのかと思う

のだけれども、どうも公設民営でやって、公設で建物を建ててそこに入ってくださいと、それ

で成功する何て今の状況では考えられないです。そこら辺はどんな組み立てをしようとしてい

るのかというあたりが、この出店スペースという部分についてはそういう形でその人たちが考

えてやるということは結構なことですよ。だけど、本当にそんなことでできると思いますか。

そこら辺をもう少し、組み立て方の状況というのはどこでこういう組み立てするのですか。農

業物販見て、森経済振興課長自体がここで農業物販やって成功すると思いますか。だって６次

産業化で社台と竹浦につくって、１年間でパーになったのですよ。本当にその教訓がどこで生

きているのですか。そこら辺が私何かは疑問を持つ部分なのです。きちんと組み立てするとい

うあたりです。 

○委員長（小西秀延君） 竹田建設課長。 

○建設課長（竹田敏雄君） 道道整備の関係です。まず踏切の部分につきましては、踏み切り

も含めた整備ということになります。それから維持管理の関係ですけれども、例えば除雪とか

何かの維持管理、そういった部分では道道に昇格したという段階になっても、除雪区間につい

ては町がやることになります。その代わり北海道は今の除雪範囲、それは北海道でやってくだ

さいということで分ける形になります。管理の部分の占用物件等については、北海道のほうで

やっていくということになります。ただ今年度につきましては、まだ昇格という手続きが最終

的に終わっていませんので、ことし１年の占用物件については町でやることになる可能性が高

いです。次年度以降については、そういったものについては北海道のほうが対応するというこ

とです。整備が終わりましたら先ほどお話しさせてもらいましたけれども、町道に戻ってくる

ということになれば町として管理をしなければならなくなります。なぜそういうふうになるか

というと、言っていいことなのかどうかわからないのですけれども、今の道道と整備すること

になった道道、これをどこが町で町道として管理していかなければならなくなるのかというこ

とを選択というか、北海道はこうしてほしいと言うと思うのですけれども、それが町にとって

の負担を考えた場合にどうなのかということをきちんと話していかないとだめなので、１回道

道に昇格した分は町道に戻して、またテーブルに上げてというふうなことです。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 駅北の部分でございます。一般的なエリア、まさしく一般的

な絵になってございます。フラノマルシェの客単価が低いというお話も聞いております。あく

まで今回イメージ図ですので、繰り返しになりますがこのとおりの施設をつくるというわけで

はございません。そのため、農産物の物販が成功するかどうかという部分についても、そのも

のを今回つくりますというご提示ではございませんので、その辺はご理解いただきたいと思う

のですけれども、あと今回商工会さんのほうにお預けして検討していただくことになったとい

うのは、やはり商工会というのは事業を営んでいる方たちの集合体ですので、実は商工会のほ

うでは、28年度から各会員の事業者さんを回ってヒアリング調査何かもしてございます。29年

度も引き続きヒアリングされるというふうに聞いています。その中で駅北にこういったような
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施設ができたらテナントとして入る意向があるかどうかというようなことまで、実はすでに動

いてございます。ですから、当然商工会の検討の中には、町の考え方を伝えたりですとかかか

わりを持っていく考えではございます。あとは中核施設の中にできる物販、飲食の関係ですと

か、これから協議されるポロト地区の温泉の物販、飲食ですとか、そういった部分も当然考慮

した上でここの施設に何が必要なのかという議論は、これからしていきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、質疑をお持ちの方、 

４番、広地紀彰議員。 

○４番（広地紀彰君） ４番です。１点だけです。町内回遊ネットワークの方針ということで、

５点検討されているということで、これについては理解できました。必要な事項だと思ってい

ますので、もう１点、このエリア間のネットワークの部分がやはり大事なのかと。実際にこの

中でも、白老の西部地区とあと中心地区と、それぞれの交流人口約90万人ずつ集めていますよ

ね。この間の動線が、連携がやはり必要なのではないかと常日頃思っているのです。私も今、

西部のほうにいますけれども、そこの観光客の方にこちらに来たあと帰りどこに寄って帰るか

と聞いたときに、１番多かったのは、事業者の名前出して悪いのですけれども、苫小牧の三星

だったのです。その次に町内の水産業者だったのですけれども、これはもったいないと思うの

です。せっかく今、基本的な構想として、象徴空間やその周辺の整備ということで進むという

前提で考えたら、やはり西部地区からどうやって中心地区に持っていくのかと。あと逆に中心

地区のほうで象徴空間中心に整備進みますけれども、そういう人たちが例えばですけれども、

白老牛を食べて帰っていってもらうだとか、例えば食事、あとは買い物、そういったさまざま

な白老町の魅力をもっと中心地区に来た交流人口の方たちに伝えていくかという部分、実際に

回遊バスも検討するということで、これはこれですごくいいことだと思うのです。それに加え

て、車でも相当数の観光客の方ふえると思うのです。そういった人たちに白老町の魅力をあま

ねくきちんと伝えていくための仕組みづくりも必要だと思うのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 今広地委員おっしゃったように、まず例えばですけれども、

回遊性を高める目的としましては、当然町内に経済効果を波及させるということだと考えてお

ります。まず各個店さんで、例えばおいしいですとか楽しいですとか、ここにしかないという

ような魅力とか個性というのが、まず一つ重要な要素かと考えております。その中でご指摘の

ありました町内の二次交通の対策ですとか情報発信の強化、それと登別ですとか苫小牧の三星

さんというお話し出ましたけれども、そういった場所から次へ行くときのいわゆる観光交通の

考え方という取り組みは必要性を感じておりますし、検討していかなければならないと思って

おります。 

それともう一つは、今も進めておりますけれども、広域での観光の連携といった部分も含め

てさまざまな取り組みが必要であると思っております。あとは、個人でレンタカーですとか乗

用車で来られるお客さん何かにつきましては、これはそうしますということは言えないのです

けれども、例えば先ほどからお話ありました駅北のそういった商業機能を持った集客施設、そ

こを核として、そこに寄って、町内のいろいろな観光の情報を得られるというような形にして、
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そこから白老牛の店ですとか温泉ですとか、町内の回遊につなげていければという考え方は持

っております。 

○委員長（小西秀延君） ４番、広地紀彰委員。 

○４番（広地紀彰君） ４番です。わかりました。あとはこのネットワークが、誰をターゲッ

トにしていくかというところも大事だと思うのです。100万人が来るということが言葉として出

ていまして、ただ、その内訳はそろそろやはりきちんと把握、構想していくべきだと。中でも

多分重要になってくるであろうインバウンドの方たちに対して、どういう対応をしていくかと

いう部分です。だからそうなれば、今ここの検討方針さまざま取り組まれていますけれども、

当然ここには多言語化という部分がやはりきちんと裏で構想されていくのかという部分もあり

ますので、そういったターゲットがどういった想定の中でこういった検討がされていくのかと

いう部分が、今後の計画の中で具体化されていくべきだと考えますが、それに対しての考え方

だけ。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） ターゲットというお話ですけれども、白老に観光に来られる

方たちの目的が、それこそ博物館なのか、食なのか、温泉なのか、またはそれ以外なのかとい

ったところの考え方でのターゲットの設定の仕方もあろうかと思います。それとインバウンド

の関係でございますけれども、虎杖浜地区の温泉の方のお話を聞きますと、いわゆるそこを拠

点に今時期で言いますとニセコですとか札幌雪まつりですとか、３、４日滞在してそういった

ところを周られているといったようなお話も伺ってございます。そのインバウンドの関係の多

言語化につきましては、28年度から各事業者さん、地域振興課のほうが主体となってですけれ

ども、経済振興課のほうも連携してメニューの多言語化に取り組ませていただいております。

その部分につきましては、引き続き実際状況はどうであったか、改善の必要はあるかどうかと

いうようなことも含めて対応していきたいと考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） 吉田です。短く。民族共生象徴空間の周辺整備のところで解体するも

のとかいろいろ見させていただきました。この中でチキサニとか博物館の事務所、トイレも全

部解体をするということになっておりますので、１億円のトイレも私は壊されるものかと思っ

ていたのですが、これは継続になるのかどうなのかということが１点と、それから前にも申し

上げましたが、公共施設の受動喫煙のことです。オリンピックはもう受動喫煙をきちんとやっ

ていくということで、禁煙も設けていくということなのですが、周辺整備ということですので、

ネットワークをつくったり飲食店も全部含まれるということは、町内外全ての町民、国民、世

界から来る方にも影響のあることなので、日本はそういうレベルでは最低のレベルなのだそう

です。それで今後周辺整備をしていく中で何が問題かというと、やはり飲食店関係は禁煙にす

るとお客が入らなくなるのではないかということが１点と、それからもう１点はやはりたばこ

が財源だというふうに捉える、たばこ税というのは大きいですよね。そういったことから、な

かなか受動喫煙対策が進まないということがあるのですが、この飲食店の周辺整備をするとき

に、駐車場もあまりありません。ですから吸うところが外で吸うというよりは、周辺整備の中
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でどこかそういう喫煙をする場所を設けるとか、何軒かで１軒はどこかここに持とうとか、空

いているところがあるから持とうとか、そういったことも今後計画の中で必要ではないかと。

これはどうするこうするということにはなりませんので、周辺整備の中で検討していただきた

いと思います。ただトイレのことだけお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 菊池アイヌ施策推進室主査。 

○地域振興課アイヌ施策推進室主査（菊池拓二君） まずトイレのほうの今後の方針といいま

すか、活用なのですが、先ほどもありました現駐車場の活用の仕方によって、トイレが生きる

か死ぬかというところも出てくるのかと思っています。国ではあそこは中核区域エリア外です

ので、１月にも内閣官房のほうとその辺協議してまいりました。今現在は職員駐車場として使

うとしても、半分程度は使うと、残り半分は残りますので、そうなると先ほど言ったように例

えば仮称として第１大型バス待機場みたいな形で使えれば、駐車場のあそこのトイレの活用も

出てくるのかと思っておりますので、現在使う方向でいろいろと協議しているところでござい

ます。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） 美唄市で昨年条例つくられて対応されているというお話は新

聞とかで知っております。その中で飲食店等については、努力義務というような形で対応され

ているのも承知しております。町内においては、申し訳ございません。そういった飲食店等含

めて事業者さんの部分についても、まだ検討にも入っていないのが現状だということでご理解

いただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） １億円トイレなのですができたころは大変評判がよくてきれいで、今

どこの道の駅も全てトイレが中心というか、トイレがきれいで気持ちよくてというのが評判な

のですが、たまたま使っている方からお話があったのですが、今は大変においがすごくて、吉

田さん一回来てみてと言われたのですが、まだ行けていないのですけれども、ですから今後使

うのであれば私は修繕というか改修というのが必要なのではないかと、そういう検討も思案の

中に入れてやっていっていただきたいと思います。それから受動喫煙に関しては、来年度の国

会でスモークフリーという禁煙の状況の法案が通る可能性が出てきております。ですから決ま

ったらやるのではなくて、やはり新しく国立博物館ができるということでは、おもてなしのま

ちということで周辺整備にこれだけお金をかけて心細やかな歓迎の意を表するということであ

れば、そういったところにも配慮することが私は心遣いではないかと思いますので、その辺再

度検討するということで進めていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） １点目のトイレのにおいのことでございます。申し訳ござい

ません。現地確認させていただいて、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 古俣副町長。 

○副町長（古俣博之君） たばこの件につきましては、今庁舎内も含めまして徐々に受動喫煙

を避けるような形にしていっています。今吉田委員のほうからありましたように、100万人とい
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う方々がいらっしゃる中で、しっかりとしたおもてなしのあり方をどうするかという中で、検

討はしていかなければならないだろうと思います。ただ単に禁煙というのみならずたばこを吸

える場所だとかの確保も含めて、国の施設の中はわかりませんけれども、私たちが整備すると

ころはそういう観点も持ちながら進めてまいりたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ５番、吉田和子委員。 

○５番（吉田和子君） 議会にいても少し肩身の狭い思いをしております。白老町庁舎内が全

部禁煙ということで外に喫煙室を設けていただいたのですが、私は吸わないので行かないので

すが、寒くて狭くて入り口も窓もドアも壊れているとかという話を聞きまして、先ほど言った

ようにたばこは財源の一つであるということもありますので、少し温かく楽しく吸えるような

場所にして、そうでなければいつも寒かったとか言われると大変痩せる思いでおりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ご意見でよろしいですか。ほかに、質疑をお持ちの方。 

11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） 簡単なことをお伺いします。今回のこれで大体の計画、大まかなも

のは示されたのかと思っているのですけれども、アイヌ民族の方々がやっていらっしゃるチェ

プ祭、あれはここの施設の中で一体どこの場所で位置づけられて、どんなふうにして今後やっ

ていかれるのかというのが心配だと思いまして、できることならきちんと国立化になったあと

に、やはり町内外からたくさんの方々が来ていただけるようなチェプ祭にするためには、ここ

の場所でどういうふうな形のことを今後できるように考えていらっしゃるのかというのが一

つ。もう一つが、北海道の冬の観光として、今はニセコとか夕張とかがいろいろ海外からも注

目を浴びていますけれども、やはり白老のアイヌ民族博物館に来ていただける方々が除雪の関

係とか雪道の関係とか考えたときに、北海道の人たち、私たちは雪道慣れていますけれども、

そういうふうな工夫もしたような地域づくりをしていかなければならないのかと、その辺のお

考えはどうなのかと。この２点お伺いしておきます。 

○委員長（小西秀延君） 遠藤アイヌ施策推進室長。 

○地域振興課アイヌ施策推進室長（遠藤通昭君） １点目のチェプ祭、地元でアイヌの方々が

深くかかわってしていただいているイベントなのですけれども、先ほどのこの図面の４ページ

をご確認いただきたいのですけれども、４ページのここに国の整備するエリアが小さく載って

いますけれども、ここに芝生広場というのがありますけれども、今国のほうにはチェプ祭にか

かわらず、例えばまちで今後新たにできるようなイベント、祭り含めて、芝生広場ですとか可

能な範囲でそういうお祭りを含めて利用させていただきたいということでお話しさせていただ

いております。実際にどのような条件で使えるのかという部分につきましては、基本的に国立

の公園であるという部分とできたあとに運営法人がここを実際に管理していくわけですので、

そことの協議になりますけれども、基本的にはこういう場所を有効に使って、昼にかかわらず

夜も含めて、そういう活用の方向性ができるように国のほうでは今考えていただいております。 

○委員長（小西秀延君） 森経済振興課長。 

○経済振興課長（森 玉樹君） ２点目の冬の観光のお話でございますけれども、季節にとら
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われずに観光客の方が安心に安全に町内の施設を回っていただけるような環境づくりに努めて

いきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 11番、西田 委員。 

○１１番（西田 君） １点目のほうのチェプ祭の関係ですけれども、今まで続けてこられ

た関係の方々、またそこにお店を出したりいろいろなことをされてきた方々が、ずっと継続し

てきたというのは、やはりあそこの場所がただでと言ったら変な言い方ですけれども、そうい

うふうに自由に使えるし行く人たちも駐車料金を払うわけでない、本当にそういう広場として

使われてきた歴史があるので、ぜひ国のほうとしてもそういう祭りの際には、子供からお年寄

りまで楽しめるような広場で使わせていただけるように、ぜひ要望していただければと思って

います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 要望でよろしいですか。ほかに、ご質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 質疑なしと認めます。 

次に、次回の特別委員会の開催についてでありますが、町側と協議・調整のうえ、開催日を

決定し、別途、通知したいと思います。なお、次回開催日には、本日質疑を行いました「まち

づくり会社」と「象徴空間市街地活性化」の取り組み事業について、各会派での協議を踏まえ

た、委員相互間での討議を行いたいと思っております。次回、特別委員会の開催は、早急に決

定し、別途通知したいと思います。これにご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。次回、特別委員会の開催日は、別途通知す

ることといたします。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これをもって、本日の特別委員会は閉会いたします。 

（午後 ２時４７分） 


